
暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第６号（12月12日） 

－1－ 

 

令和５年第４回千葉市議会定例会会議録（第６号） 

 

令 和 ５ 年 12 月 12 日（火）午 後 １ 時 開 議 

────────────────────────── 

○議事日程 

日程第１ 会議録署名人選任の件 

日程第２ 市政に関する一般質問 

────────────────────────── 

○出席議員 

１  番   石  川  美  香  君     ２  番   吉  川  英  二  君  

３  番   茂  呂  一  弘  君     ４  番   岳  田  雄  亮  君  

５  番   須  藤  博  文  君     ６  番   岡  崎  純  子  君  

７  番   黒  澤  和  泉  君     ８  番   野  島  友  介  君  

９  番   山  崎  真  彦  君     10 番   大  平  真  弘  君  

11 番   渡  邊  惟  大  君     12 番   桜  井  秀  夫  君  

13 番   青  山  雅  紀  君     14 番   伊  藤  隆  広  君  

15 番   前  田  健 一 郎  君     16 番   石  川    弘  君  

17 番   小  坂  さ と み  君     18 番   三  井  美 和 香  君  

19 番   渡  辺    忍  君     20 番   安  喰  初  美  君  

21 番   椛  澤  洋  平  君     22 番   守  屋    聡  君  

24 番   伊  藤  康  平  君     25 番   阿  部    智  君  

26 番   松  坂  吉  則  君     27 番   植  草    毅  君  

28 番   岩  井  雅  夫  君     29 番   亀  井  琢  磨  君  

30 番   田  畑  直  子  君     31 番   川  合  隆  史  君  

32 番   麻  生  紀  雄  君     33 番   段  木  和  彦  君  

34 番   佐 々木  友  樹  君     35 番   盛  田  眞  弓  君  

36 番   櫻  井    崇  君     37 番   森  山  和  博  君  

38 番   酒  井  伸  二  君     39 番   小 松﨑  文  嘉  君  

40 番   向  後  保  雄  君     41 番   宇 留間  又 衛 門  君  

42 番   中  島  賢  治  君     43 番   三  須  和  夫  君  

44 番   石  井  茂  隆  君     45 番   米  持  克  彦  君  

46 番   石  橋    毅  君     47 番   白  鳥    誠  君  

48 番   三  瓶  輝  枝  君     49 番   中  村  公  江  君  

50 番   野  本  信  正  君  

────────────────────────── 

○欠席議員 

23 番   蛭  田  浩  文  君  

────────────────────────── 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第６号（12月12日） 

－2－ 

○説明員 

市 長  神 谷 俊 一 君    副 市 長  大 木 正 人 君 

副 市 長  青 柳   太 君    総 務 局 長  大 野 和 広 君 

危 機 管 理 監  相 楽 俊 洋 君    総合政策局長  峯 村 政 道 君 

財 政 局 長  山 元 隆 司 君    市 民 局 長  那 須 一 恵 君 

保健福祉局長  今 泉 雅 子 君    環 境 局 長  宮 本 寿 正 君 

経済農政局長  橋 本 直 明 君    都 市 局 長  藤 代 真 史 君 

建 設 局 長  水 間 明 宏 君    緑 区 長  長 瀬 正 一 君 

市 長 公 室 長  西   公 厚 君    総 務 部 長  中 尾 嘉 之 君 

教 育 長  鶴 岡 克 彦 君    教 育 次 長  秋 幡 浩 明 君 

代表監査委員  宍 倉 輝 雄 君 

○議会事務局 

事 務 局 長  久 我 千 晶 君    次 長  寺 﨑 勝 宣 君 

議 事 課 長  安 西 雅 樹 君    議事課長補佐  木 下 哲 央 君 

────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名人選任の件 

日程第２ 市政に関する一般質問 

１ 千葉市の農業問題について 

２ イノシシとキョン、アライグマ等の有害鳥獣対 

策について 

３ 脱炭素社会に向けた省エネルギー住宅促進への 

取組について 

４ 緑区の諸問題について 

（１）旧千葉外房有料道路高田インターチェンジの 

フルインター化整備状況について 

（２）誉田町２丁目地先交差点の整備について 

（３）誉田駅前線の下水道工事について 

（４）誉田東小学校の狭隘なグラウンドの解決策に 

ついて 

（５）スクラップヤード問題について 

------------------------------------------------- 

１ ふるさと納税について 

２ 市税徴収について 

３ 動物愛護施策について 

４ 通院や買い物が困難な市民への対応について 

５ エネルギー価格高騰対策（再生可能エネルギー 

の普及促進）について 

------------------------------------------------- 

１ 有害鳥獣対策について 
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２ 指定避難所の環境整備について 

３ バス・タクシー事業の現状について 

------------------------------------------------- 

１ 民地からの越境樹木について 

２ 花見川団地の活性化について 

３ 花見川沿川エリアの活性化について 

------------------------------------------------- 

１ 火葬待ちの解消について 

２ 鎌取・おゆみ野の住みよいまちづくりについて 

３ 動物愛護・動物福祉について 

４ バス路線減便・廃止地域への交通対策について 

------------------------------------------------- 

１ 下水道行政について 

────────────────────────── 

午 後 １ 時 ０ 分 開 議 

○議長（石川 弘君） これより会議を開きます。 

 出席議員は49名、会議は成立いたしております。 

────────────────────────── 

 日程第１ 会議録署名人選任の件 

○議長（石川 弘君） 日程第１、会議録署名人選任の件を議題といたします。 

 私より指名いたします。７番・黒澤和泉議員、８番・野島友介議員の両議員にお願いいたし

ます。 

────────────────────────── 

 日程第２ 市政に関する一般質問 

○議長（石川 弘君） 日程第２、市政に関する一般質問を行います。 

 通告順に従い、お願いいたします。43番・三須和夫議員。 

〔43番・三須和夫君 登壇、拍手〕 

○43番（三須和夫君） 皆さん、こんにちは。自由民主党千葉市議会議員団の三須和夫でござ

います。 

 これまで、いろいろ取り上げている項目は多いんですけれども、重要であると考える課題を

取り上げております。頑張りますので、よろしくお願いします。 

 まず初めに、千葉市の農業問題についてです。 

 全国的に高齢化が進展し、担い手がどんどん減少していることも危惧しております。本市に

おいて、農業従事者の平均年齢は68.4歳、高齢化が進んでいる状況です。産業経営体数も、

2010年には1,592あったものが、2020年には911へと減っています。 

 このような中、担い手となる若者の確保、育成は、本市の農業を持続させる上で極めて重要

であります。本市では、新規就農者の育成に関わる取組を強化していると思いますが、研修内

容やその後の営農状況について気になるところであります。 

 また、若者に就農を促すとともに、若者に農業が魅力的な職業だということを感じてもらう

ことが必要ではないでしょうか。農政センターでは、営農指導やスマート農業技術の実証実験

守 屋   聡 君 

椛 澤 洋 平 君 

茂 呂 一 弘 君 

植 草   毅 君 
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等により、農業者の支援を行っていると認識していますが、実際に就農している若い農業者の

営農状況も参考にしながら、農業に希望を持って取り組めるような支援が必要だと考えます。 

 そこで、２点ほどお伺いしますけれども、１つには、若い農業者を確保するための取組につ

いて、２つ目に、若い農業者への営農支援についてお答えください。 

 続きまして、イノシシとキョン、アライグマ、有害鳥獣対策について質問します。 

 これまでの質問によりまして、イノシシへの対策が強化される点は認めますが、拡大は収ま

っておらず、さらなる対策が必要であるかと思います。先日、テレビや新聞報道にもあったと

おり、イノシシが中央区に出没し、捕り物騒ぎになりました。今回の出没地域では、イノシシ

が住めるような環境ではなく、どこかから迷い込んできたものと思いますが、一方、今年の６

月には、若葉区で15頭が捕獲された件については、緑区から生息域が拡大しつつある証拠だろ

うと考えていますが、イノシシは農作物の食害のほかに、田畑を掘り起こしてしまうなど、被

害も問題になります。 

 次に、アライグマですが、ここ数年は、目撃や被害を多く聞くようになりました。トウモロ

コシや落花生などの野菜の食害も多いようですが、果実なども被害に遭っていると聞いており

ます。 

 また、最近では、キョンが気がかりでございます。 

 以前から、県南部では問題となっていたキョンが隣の市原市など県中央部まで急速に拡大し

ていると聞いています。私もそれらしき鳴き声を地元で聞いております。鹿の仲間で草食性が

強いため、野菜の種類によっては丸坊主にされてしまいそうで、市内に入ってこないよう、そ

して定着させないような対策が望まれます。 

 これらの有害鳥獣は、被害の特徴も違うものの、いずれも生息域の拡大や数の増加が懸念さ

れ、被害を最小限にするために、獣種に応じた対策をしていく必要があると思います。 

 そこで、２点質問しますけれども、１つに、まずイノシシ、アライグマ、キョンによる農作

物の被害状況及び捕獲数の推移について、２つ目に、獣種ごとの今後の具体的な対策について

質問いたします。 

 続きまして、脱炭素社会に向けた省エネルギー住宅促進への取組について質問します。 

 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、本市は、本年３月に新たな地球温暖化対策実

行計画を策定し、2030年度までに、2013年度比で温室効果ガス48％の削減を目指すとともに、

さらなる高みとして50％の削減を目指すことを宣言しました。今回は、その取組の６つの柱の

１つとなる住宅建築物のネットゼロエネルギー化について取り上げます。 

 市民や事業者が行うアクションとしては、壁や窓の断熱リフォームや新築時のＺＥＨやＺＥ

Ｂの検討が例示されています。現在の日本の住宅の９割は省エネ基準に満たないため、国も昨

年から窓の断熱リフォームに加え、壁の断熱リフォームなど、大型の補助金を出し、住宅部門

の温室効果ガスを減らそうとしております。また、省エネ住宅を新築する若者世帯に70万円か

ら100万円の補助金をつけたり、省エネレベルの高い住宅ほど、住宅ローン控除の借入額を多

く設定するなどしております。 

 しかし、本市の補助金は額が少なく、ばらまき的で、国の対策や補助金にだけ頼っていては、

温室効果ガスの削減を達成するのは難しいのではないかと考えます。 

 ほかの自治体では、例えば東京都では、新築住宅の太陽光発電設備の義務化や東京独自の東

京ゼロエミ住宅に３段階の断熱性能を設定し、最高210万円の補助、あるいは、また横浜市で
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は、断熱性能の高い新築住宅への最大100万円の補助、また、鳥取県における高断熱、高気密

の健康住宅への最大200万円の補助などがあります。 

 それぞれ、二酸化炭素削減のほかに、地域の木材の活用、地域事業者の支援など、地域独自

の目的を設定して取り組んでおります。 

 そこで、３点伺います。 

 １点目は、本市独自の省エネルギー住宅促進への誘導策として、現在はばらまき的で最大10

万円までの少額で、住宅用設備に特化した補助金政策を今後も続けていくのか。また、来年度

以降、補助金の考え方に変化があるのか。 

 ２つに、断熱性能や機密性能に目を向け、補助金を検討する必要があると考えるが、いかが

でしょうか。 

 ３つ目に、住宅の補助制度を全て検証し、本市独自の視点と目的を持った補助制度を検討す

る必要があると考えますが、いかがでしょうか。お答えください。 

 続きまして、緑区の諸問題でありますが、旧千葉外房有料道路高田インターチェンジのフル

インター化整備状況について伺います。 

 ネクストコア千葉誉田の本格的な稼働に伴い、周辺道路の混雑も影響を及ぼすことが危惧さ

れていることから、さきの第２回定例会において、ネクストコア周辺の道路整備について質問

させていただきました。 

 そのうち、高田インターチェンジについては、事業予定地内の樹木の伐採が行われており、

整備に向けた動きが見えてきたことから、いつ工事が始まるのか、ネクストコアの住民の方々

も気になっておりますので、そこで質問いたしますが、進捗状況と今後の予定についてお願い

いたします。 

 続きまして、誉田２丁目地先交差点の整備についてであります。 

 市道大金沢町50号線は、生活道路でありながら、誉田地区内の通過交通を担う地元の多くの

方が利用する主要な道路でもあり、当該交差点を横断する児童など歩行者も多く、押しボタン

式の信号機が設置された横断歩道もありますが、一方で、交差する市道は幅員が４メートル程

度と狭く、車のすれ違いは困難であること、また、道路が鋭角に交差するため、左右の見通し

が不十分であること、加えて、横断歩道付近の歩行者だまりが小さいこともあり、安全上の課

題が多い交差点であります。このため、安全対策の必要性をこれまで訴えてまいりました。 

 現在、交差点の改良に向け取り組んでいただいておりますが、この進捗が気になるところで

ございます。 

 そこで質問いたしますが、これまでの取組と今後の予定について教えてください。 

 続きまして、誉田駅前線の下水道工事であります。 

 さきの第２回定例会でも質問しました誉田駅前線ですが、今回は下水道工事について伺いま

す。 

 道路拡幅に伴う千葉信用金庫の移転が完了し、先月20日には、大木副市長の御列席のもと、

盛大なリニューアルオープンセレモニーが開催されました。副市長の御挨拶の中で、この道路

整備は、歩行者の安全性向上、駅結節点へのアクセス強化を図る重要な事業であり、沿道のシ

ンボルである千葉信用金庫の移転によって、今後の事業進出に拍車がかかると述べられ、出席

した地元の皆さんも非常に喜んでおりました。 

 一方で、集中豪雨や大雨が降るたびに、この駅前道路、また信金周辺においても、冠水が発
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生しており、安全・安心なまちづくりに向けて、道路整備を行うには、雨水対策が必要であり

ます。これまでの御答弁では、周辺の浸水対策は流末となる大網街道への雨水管整備を行った

後に、誉田駅前線の拡幅用地を利用して雨水管の整備をするとのことでありましたが、用地取

得は進捗している中、雨水対策となる下水道工事の進捗についても、気になるところでござい

ます。 

 そこで質問いたしますが、誉田駅前線の下水道工事について、今後の取組を教えてください。 

 続きまして、誉田東小学校の狭隘グラウンドの解決策について質問しますが、これまでも本

年第２回、第３回定例会で質問したものでございます。地域から声が上がっている問題ですの

で、引き続き、取り上げさせていただきます。 

 先般、報道でも発表されたとおり、誉田地区町内自治会連絡協議会の大槻会長と我が会派の

緑区選出議員である石井議員、松坂議員、公明党の吉川議員の連名で、市長への要望活動を行

いましたが、市長からは、要望内容を重く受けとめ、教育環境の改善を図っていきたいとのコ

メントをいただきました。 

 しかし、現状では、プレハブ校舎が２棟、子どもルームが３棟立ち並び、学校敷地の広さも

限られていることから、今後、急激に増えていく児童への対応は容易ではありません。一日も

早い改善を望む児童や保護者からの声に応えるべく、当局でも検討を進めていただいていると

伺っておりますが、大規模な工事は、児童の学習環境への影響も大きいことから、慎重な判断

が必要であると考えます。 

 そこで、現在の検討状況について質問いたします。 

 最後になりますが、スクラップヤードについて質問します。 

 先日の代表質問で答弁にありましたように、本市が全国に先駆けて条例を制定し、取組を進

めてきた結果、新規のヤードが住居の近くにはできなくなり、また、多くのヤードでは適正に

保管されていることなど、効果が目に見えてあらわれていることは存じております。 

 しかし、条例施行の何年も前から住居に近接して事業を行っている、これは１つの例ですけ

れども、中西町のこのヤードについては、住民の皆様から、騒音、振動などの発生に不安を覚

えるなどの声が私のもとへ何人も寄せられてきております。 

 また、住民の皆様の極悪な生活環境上の懸念と産業廃棄物の不法投棄もあり、これまでも、

私の一般質問で何度も取り上げさせていただきました。神谷市長も知っているところでござい

ますが、誉田１丁目のほまれ幼稚園の南側に積まれている廃プラスチックについては、少量ず

つではありますが、搬出されていると言うものの、いまだに大量に積まれております。園児や

保護者、地域の皆さんが安心して暮らせるよう、一刻も早い撤去が望まれます。 

 そこで、２点質問いたしますが、１点目に、中西町のスクラップヤードに関する状況につい

て。２つ目に、ほまれ幼稚園脇の廃プラスチックの堆積に対する状況について教えてください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。経済農政局長。 

○経済農政局長（橋本直明君） 初めに、千葉市の農業問題についてお答えします。 

 まず、若い農業者を確保するための取組についてですが、本市では、平成18年度から新規就

農者向けの研修を実施してきたところでありまして、今年度からは、御自身に合った研修を選

ぶことができるように複数のコースを設けるなど、ニューファーマー育成研修として制度を刷

新し、地域を牽引する農業の担い手育成に取り組んでおります。 
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 今年度は、アドバンスコース３人、育成コース１人の計４人の研修生となり、本年10月から

育成コースの研修を開始したところでございます。 

 これまでの研修修了者には、年間の売り上げ3,000万円以上を達成するイチゴ農家や10ヘク

タール以上の大規模経営を行っている露地野菜農家など、地域を牽引する40代以下の若い担い

手も複数存在していますことから、これらを本市の優良事例として周知しながら、新たな研修

生や新規就農希望者を確保してまいります。 

 次に、若い農業者への営農支援についてですが、最近の若い農業者は稼げる農業を目指して

就農される方が多く、イチゴの施設園芸や露地野菜の大規模化を目指す方、また、生産性を高

めるため、ＧＰＳつきトラクターなどのスマート農業技術を導入する方が増えつつあります。 

 そこで、農政センターでは、イチゴ生産者への良質な苗の供給や規模拡大に伴う農業機械施

設への導入補助などにより若い農業者も含めました生産者を支援しております。また、先月16

日には、第２回となるスマート農業展示会を導入コストが低額で導入しやすいちょい足しをテ

ーマとして開催しまして、約70人の生産者にスマート農業技術に触れていただきました。 

 さらに、今年度からスマート農業機器のレンタルを開始するため、現在、準備を進めている

ところでございます。引き続き、若い農業者も稼げる魅力ある農業の実現に向けて取り組んで

まいります。 

 次に、イノシシとキョン、アライグマ等の有害鳥獣対策についてお答えします。 

 まず、農作物の被害状況及び捕獲数の推移についてですが、令和２年度から昨年度にかけま

して、イノシシによる農作物被害は、約166万円、139万円、331万円と増加傾向にあり、捕獲

数も、98頭、116頭、145頭と増加しております。 

 アライグマによる農作物被害は、約439万円、243万円、238万円と減少しておりますが、捕

獲数は、163頭、176頭、316頭と増加しております。 

 また、キョンにつきましては、これまでに農作物被害は報告されておりませんものの、千葉

市猟友会から緑区板倉町周辺での目撃情報を得ておりまして、本年８月に、千葉県が同町にて

１頭捕獲している状況でございます。 

 最後に、獣種ごとの今後の具体的な対策についてですが、いずれの獣種につきましても、捕

獲、侵入防止等の対策が重要と認識しております。 

 イノシシにつきましては、生息域が拡大しつつありますことから、前線地域におきまして、

わなの設置数を増やすとともに、巡回の負担を軽減できるＩｏＴわな通知システムの導入を進

めてまいります。 

 アライグマにつきましては、本年度は、新たに若葉区でモデル的に集中捕獲を行いましたと

ころ、中型獣を81頭捕獲できましたことから、このような集中捕獲を継続的に実施できるよう、

検討してまいります。 

 キョンにつきましては、生息域が拡大し、本市でも農作物被害の発生が懸念されますことか

ら、農作物被害や目撃情報の把握に努めるとともに、確認され次第、迅速に対策を講じられる

よう、関係機関と連携を深めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 初めに、脱炭素社会に向けた省エネルギー住宅促進への取組につ

いてお答えをいたします。 
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 まず、省エネルギー住宅促進への誘導策についてですが、脱炭素社会の実現に向けては、エ

ネルギー消費量の実質ゼロを目指したネットゼロエネルギーハウス、いわゆるＺＥＨ住宅の普

及が不可欠であると認識しており、千葉市地球温暖化対策実行計画においては、2030年度まで

に、省エネ率75％以上のＺＥＨ住宅割合を14.3％まで増加させることを目標といたしておりま

す。 

 本市では、平成30年度から、市民の皆様がＺＥＨ住宅を取得する際の助成を行っており、今

年度は、先月末現在で50件の申請をいただいております。制度開始以降、助成の件数は着実に

増加傾向となっており、今後もより多くの市民の皆様の行動変容につながるよう支援してまい

ります。 

 次に、断熱性能や機密性能に目を向けた補助金についてですが、壁や窓の断熱リフォームは、

既存住宅における有効な省エネ対策と認識しております。中でも、熱損失が大きい窓の断熱性

能を高めることは、省エネ効果が高く、国においては、今年度から先進的窓リノベ事業として、

補助率を３分の１から２分の１にするなど、制度の拡充が図られております。 

 本市では、令和２年度から国の補助に上乗せすることが可能な窓断熱リフォームに対する助

成を行っており、今年度は、先月末現在で50件の申請をいただいております。制度開始以降、

毎年助成件数は増加しており、今年度も昨年度を上回る見込みとなっております。今後も、市

民の皆様に省エネ対策を積極的に行ってもらえるよう支援してまいります。 

 次に、千葉市独自の視点と目的を持った補助制度についてですが、省エネルギー住宅を増加

させていくためには、市民の皆様にＺＥＨ住宅や窓断熱のリフォームについて、環境面に加え、

コスト面でのメリットを御理解いただくことが重要であると考えております。 

 そのため、省エネルギー住宅の有効性や国の補助制度について周知啓発を図るとともに、市

民の皆様の行動変容の後押しとなる補助制度を推進してまいります。 

 次に、スクラップヤード問題についてお答えをいたします。 

 まず、中西町のスクラップヤードに関する状況についてですが、当該事業場は、数年前から

近隣住民より操業に伴う騒音や振動の相談があり、その都度、事業者に対して、作業場所を可

能な限り住居から離すなどの騒音・振動対策を千葉市環境保全条例に基づき指導をしてまいり

ました。 

 また、令和３年11月の再生資源物の屋外保管に関する条例の施行後は、立入検査において保

管方法を指導し、現在、保管物の量は大きく減少するとともに、重機の稼働頻度も当時よりも

低下している状況となっております。 

 しかしながら、重機が稼働する際には大きな音が発生することが想定されることから、近隣

に配慮した丁寧な作業を行うよう指導しております。引き続き、事業場の稼働状況を立入検査

やパトロールで確認し、近隣住民の生活環境に配慮した事業活動を行うよう、事業者に対し指

導を行ってまいります。 

 最後に、廃プラスチックの堆積に対する状況についてですが、行為者２人に対して撤去指導

を継続して実施しており、令和３年10月から現在までに計14回の搬出がなされているところで

すが、いまだ多くの廃プラスチックが堆積されております。 

 これまで、現地調査等により、堆積している廃プラスチックの一部にリサイクル資材として

売却されたものが含まれていたことから、新たに売却事業者に対して、売却量に相当する廃プ

ラスチックの撤去について、具体的な撤去計画の提出を求めているところであります。 
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 今後とも、廃棄物処理法に基づく命令の発出などを視野に入れながら、行為者に対し廃プラ

スチックの撤去及び飛散・流出防止対策の実施について厳しい姿勢で指導していくとともに、

売却事業者に対し、撤去計画に基づき早急に撤去できるよう協力を求めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 初めに、旧千葉外房有料道路高田インターチェンジのフルインタ

ー化整備状況についてお答えします。 

 進捗状況と今後の予定についてですが、現在、整備を行うための詳細設計を行っており、供

用している生実本納線本線の交通に極力影響を与えない施工方法などについて検討を行ってい

るところです。また、工事を実施するために必要な用地が確保できたことから、来年度からフ

ル化に向けた工事に着手していきたいと考えております。 

 次に、誉田町２丁目地先交差点の整備についてお答えします。 

 これまでの取組と今後の予定についてですが、市道大金沢町50号線に対し鋭角に交差する市

道の線形の修正及び横断歩道前の歩行者だまりの確保を図る改良などを行うこととし、昨年度

必要な用地の大部分を取得いたしました。 

 今年度は、取得した用地を活用し、暫定の歩行者だまりの整備を６月に行ったほか、現在、

千葉県公安委員会と設計内容の協議を実施しており、引き続き、残る用地の取得に向け、交渉

を行っているところでございます。早期に当該交差点の安全性の向上を図るため、来年度から

工事に着手していきたいと考えております。 

 最後に、誉田駅前線の下水道工事についてお答えします。 

 今後の取組についてですが、誉田駅前線の雨水管整備には、道路拡幅部が必要であり、現在、

雨水管整備に必要となる用地の取得率は84％となっていることから、引き続き、残りの用地の

早期取得に努めてまいります。 

 なお、下流部となる駅前郵便局から駅前交差点までの大網街道の区間につきましては、今年

度、整備に必要な駅前交差点部の用地取得が完了する予定となったことから、来年度、工事に

着手する予定となっております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 誉田東小学校の狭隘なグラウンドの解決策についてお答えします。 

 現在の検討状況についてですが、児童の教育環境改善のため、グラウンドの有効面積拡大に

向けて、学校敷地内の施設再配置や周辺土地の利活用も含めた活用素案を検討しており、関係

者へヒアリングを開始しました。 

 今後も児童の増加が見込まれることから、教育環境への影響を第一に考慮し、グラウンドの

有効活用が図られるよう、中長期的な視点に立ち、工事の手法などについて引き続き検討を進

めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 三須和夫議員。 

○43番（三須和夫君） 御答弁ありがとうございました。２回目は、意見と要望を申し上げた

いと思います。 

 初めに、農業問題についてでありますが、来年度の研修生確保に工夫をして取り組むととも
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に、来年度の研修生４人がそれぞれ地域の中心的な担い手となれるように、研修において技術

力や経営能力を習得させるほか、研修生のスムーズな就農、経営安定に向けて継続的な支援を

求めます。それでなくても、農業をやっている方が農家をやめてしまうという現状の中であり

ます。どうか、ひとつ、市のほうも力を入れてお願いいたします。 

 新規就農者が希望を持って本市で就農、若い農業者が夢を持って経営発展ができるように、

これからも、農政センターが中心となり、様々な農業者を応援していただけるよう要望いたし

ます。 

 次に、有害鳥獣対策でありますが、イノシシについては、わなの増設などによりまして、こ

れまで以上、生息域が拡大しないように、また、生息数が増えないように、市の猟友会と連携

した捕獲の強化を望みます。 

 アライグマについては、若葉区で実施した中型獣の集中捕獲で一定の効果があったようです

が、緑区も含め、被害が増えている状況を踏まえ、他地区へも展開するなど、さらなる取組に

期待します。 

 キョンについてですけれども、これはまだ千葉市のほうにそんなに入っていないように思い

ますが、農業被害も今はまだ出ていないようです。先手先手の対策は重要になろうかと思いま

す。まずは、農作物の被害や目撃状況の早期把握に努めていただけるようお願いいたします。 

 続きまして、省エネルギー住宅促進でありますが、促進に向けた取組については、2030年度

までにＺＥＨ住宅普及の目標達成に向けて、市民に向けてそのメリットを周知啓発していくと

ともに、住宅そのものの断熱性能、気密性に目を向けて、独自の視点で目的を持って補助制度

を拡充していくことを要望いたします。 

 続きまして、高田インターチェンジのフルインター化でありますが、来年度から工事に着工

するという答弁をいただきまして、今日も高田の地元の人たちも傍聴に来ておりますが、喜ん

でいると思います。 

 この実現によりまして、ネクストコア千葉誉田から発生する交通が混雑している大網街道な

どから生実本納線へ転換され、周辺道路も交通混雑の緩和に寄与することから、一日も早く完

成させていただきますよう要望をいたします。 

 続いて、誉田駅前線の下水道工事でありますが、雨水管をはじめとするインフラがしっかり

と整備されていなければ、安全・安心なまちづくりにはなりません。誉田駅周辺の浸水被害を

軽減するため、雨水管整備も準備が着々と進んでいることが確認でき、周辺の皆様も安心でき

ると思いますので、しっかりと整備を行っていただきたいと思います。 

 続きまして、誉田東小でありますが、なかなか難しい話でありますけれども、教育環境の改

善に向けて、関係者へのヒアリングを開始しているとの答弁でした。 

 私も誉田地区で活動する地元議員として協力をさせていただいており、当局と解決に向けて

取り組んでいるところであります。引き続き、子供たちや地域のために協力は惜しみませんの

で、よりよい教育環境の確保のため、周辺地の活用をはじめとした総合的なグラウンドの改善

整備を進めていただきますよう要望いたします。 

 最後になりますが、スクラップヤード問題であります。 

 住民の皆様も長い間悩まされている問題でありますので、引き続き、市民生活環境の保全の

ために、改善に向けた指導を継続し、問題解決に尽力をしていただくことを強く要望いたしま

す。 
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 以上で、私の一般質問を終わります。傍聴ありがとうございました。どうもありがとうござ

いました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 三須和夫議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。26番・松坂吉則議員。 

〔26番・松坂吉則君 登壇、拍手〕 

○26番（松坂吉則君） 自由民主党の松坂でございます。最近は、我が党、いろいろお騒がせ

しておりまして、大変申しわけないなというふうに思っておりますが、襟を正して、これから

も活動を続けていくということをお約束させていただきたいというふうに思います。 

 それでは、通告に従いまして質問いたします。 

 初めに、ふるさと納税についてであります。 

 神谷市長も、どこかの会見で、すごく流出について指摘をされていたところではあると思い

ますが、このふるさと納税は、全国的に規模が年々大きくなっており、総務省の調査では、令

和４年度の全国総額は、前年の約1.2倍の約9,654億円となっております。大都市部では、ふる

さと納税に係る市民税の控除による減収額が大きく、ふるさと納税による寄附金収入を差し引

いても、多額の財源が流出している状況であります。 

 千葉市においても、令和４年度のふるさと納税に伴う寄附金控除額は46億5,000万円に上っ

たのに対し、個人からの寄附金の収入は１億8,000万円と、差し引きで44億7,000万円ほどの財

源が流出しております。多くの財源が流出する状況を鑑みると、健全な財政運営のためには、

本市においても、ふるさと納税の寄附金収入を増やし、財政のバランスをとるべきではないか

と考えます。 

 少なからず、この制度に対しては、いろいろ、僕も問題があるというふうに思っていること

を前提でお話しさせてもらっておりますが、私の考える千葉市の魅力というのは何かと考えた

ときに、キーワードは食ではないかと考えております。そして、良質な農産物や食品が豊富に

あることだと思います。これを返礼品として、これまで以上に活用することで、ふるさと納税

の収入を増やす取組ができるものと考えております。 

 千葉市は、若葉区、緑区、中央区もありますけれども、すごく農産物が豊かだというふうに、

私は思っております。寄附者の立場では、どこにふるさと納税をするかと考える際、魅力的な

返礼品があるということで寄附先を選ぶ方が多いことから、寄附者の多様なニーズに寄り添っ

た品ぞろえがあることも大事であると考えております。また、サイト事業者と協力し、マーケ

ティングをしっかり行い、戦略的な対応が必要と考えております。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １つに、千葉市へのふるさと納税を増やすための取組について。 

 ２つ目に、返礼品の質を高めるための工夫についてお伺いいたします。 

 次に、市税徴収についてであります。 

 市税の収入確保については、前回の定例会で、我が会派の代表質疑で取り上げたところでは

ありますが、市税は、市の歳入の根幹をなすものであり、ほとんどの納税者は、その義務を履

行しています。そのため、納税者の税に対する意識も関心も高く、十分に納付することができ

るのにも関わらず、市税の滞納を続けるような人を逃すことは、真面目に働いて税金を納めて

いる市民の方からすれば、決して許されないことであります。 

 市税の滞納者に対しては、積極的な滞納整理を進める必要があり、不公平な状態にしてはな
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らないと思っております。納税者の逃げ得をさせないための取組が必要であると考えておりま

す。市税滞納者は、本市でも高止まりであり、今後、一層の体制づくりが必要だと考えます。 

 そこで、３点お伺いいたします。 

 １つ目に、不能欠損額の推移はどうなっているのか、また、その要因は何か。 

 ２つ目に、滞納者の逃げ得を許さないために、滞納整理をどのように取り組んでいるのか。 

 ３つ目に、滞納整理にどのような工夫をしているのか。 

 以上、お伺いします。 

 次に、動物愛護施策についてであります。 

 動物愛護施策については、現在、動物保護指導センターの再整備について取り組まれている

とのことですが、我が会派においても、以前から動物愛護専門施設の整備等を要望しており、

古くて暗いイメージがあるセンターの早期再整備を期待しているところであります。 

 動物愛護の考え方を市民の間に広め、１頭でも多くの動物の譲渡が促進されることが重要で

あり、その結果として、殺処分がなくなることが望ましいと考えております。 

 一方で、センターに収容された犬猫の譲渡を希望している方からは、インターネット上での

動物の情報が見つけられないとの声が一部あるほか、譲渡の促進には、画像だけではなく、動

画、ユーチューブ等の活用が効果的だと考えております。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １つ目に、動物保護指導センターに収容した犬猫の譲渡の取組と在り方について。 

 ２点目に、譲渡の促進に向けた動物保護指導センターホームページの動画の配信の改善につ

いてお伺いいたします。 

 次に、通院や買い物が困難な市民への対応についてお伺いいたします。 

 近年、我が国では、少子・高齢化の進展に伴い、買い物や通院など、日常生活における移動

が社会的な問題となっております。 

 本市においても、社会情勢の変化やコロナ禍における利用者の減少等を背景として、一部の

地域では、これまで日常を支えていた小売店の閉店、それからバスの路線の廃止、減便が行わ

れており、今後、高齢者を中心に日常生活における移動に起因する課題が増加する可能性があ

ります。 

 今議会で、多くの議員がバス減便について質問したり、する予定でありますが、しかしなが

ら、ここからが本題なんですけれども、行政に財政支援を求めるだけでは、この問題の解決に

つながらないわけであります。 

 永続的にこの問題を解決するためには、そこで暮らす市民、そして事業者、福祉施設、病院

など、あらゆる分野での協力が不可欠であります。我々議員も、ただ市役所に解決を求めても、

それは無責任な要望になりかねません。また、財政的な支援は、市民の税金が使われるわけで

あります。市民の皆様にも、その原資が税金であることを理解していただくことが重要です。

市民のために解決方法を提案できる側にならなくてはならないのです。 

 このような状況を踏まえまして、本市では、令和４年３月、千葉市地域公共交通計画を策定

し、公共交通不便地域への対応を進めているところですが、2020年代前半に人口減少の局面を

迎えることが予想されており、公共のみでこの課題を解決することは限界があると考えており

ます。 

 本議会における我が会派の代表質問においては、地域の実情に則した地域の暮らしを支える
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移動手段を確保するため、引き続き、地域の方々と協力、連携し、検討を進めるとの答弁があ

りました。地域住民や民間事業者等との連携をさらに進め、地域社会全体の課題として、課題

解決に取り組むことが重要であります。また、これらに対応するために、市役所に全庁横断的

なプロジェクトチームの発足が必要であると考えております。 

 そこで、２点お伺いいたします。 

 １つに、民間事業者等と連携した取組に対する市の考え方及び全庁横断的な取組の推進につ

いて。 

 ２つ目に、民間事業者等と連携した取組の状況及び市の財政支援に対する考え方についてお

伺いします。 

 次に、エネルギー価格高騰対策についてであります。 

 コロナウイルス感染拡大から経済回復によるエネルギーの需要の増加、天候不順や災害、さ

らには2022年２月以降のロシアによるウクライナ侵攻など、エネルギーの需要と供給のバラン

スが崩れ、エネルギー価格が高い水準で推移し、その影響で電気料金やガス料金が高騰し、市

民の生活に大きな影響を与えております。 

 先ほど、三須議員からもお話があったように、住宅のいろいろなエネルギー対策としての補

助というのは重要だと思います。私もちょっとその視点がありまして、この質問をさせていた

だいているわけでありますが、太陽光発電の導入は、本市が進める再生エネルギー活用に有効

な手段であると考えています。 

 現在、電気料金が高騰している状況においては、発電した電力を自ら使うことにより、電力

の購入量が減少するのがメリットで、これが大きいと考えております。エネルギー価格の高騰

対策とも位置づけられるのではないかなと思います。 

 現在、新築住宅においては、多くの補助があり、太陽光発電設備の設置は珍しいことではあ

りません。既存住宅の大半は、太陽光発電設備が設置されていないことから、既存住宅への普

及促進をしていくことが再生可能エネルギーの量の増大につながると思います。また、市域の

脱炭素化が進んでいくものと考えております。 

 さらに、本市は、昨年11月に、国から脱炭素先行地域に選定されました。脱炭素先行地域事

業は、地域の特性を生かし、再生エネルギーの導入などを通じて、電力消費に伴うＣＯ２排出

の実質ゼロを実現していくことから、市域の脱炭素化を推進するきっかけになります。市民の

認知度はまだ低い状況にあり、市民や事業者に向けて周知啓発していく必要があると考えてお

ります。 

 そこで、３点お伺いいたします。 

 １つ目に、既存住宅へのさらなる太陽光発電の導入が必要ではないか。 

 ２つ目に、太陽光発電の導入によって、電気代高騰の影響を緩和できるといった、市民に導

入意欲を高めるようなＰＲを行ってはどうか。 

 ３つ目に、脱炭素先行地域の周知啓発に努めていくべきではないか。 

 以上３つ、よろしくお願い申し上げます。１回目の質問をこれで終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。財政局長。 

○財政局長（山元隆司君） 初めに、ふるさと納税についてお答えいたします。 

 まず、ふるさと納税を増やすための取組についてですが、本市におきましては、令和３年度

以降、ふるさと納税の運用見直しに取り組んでおり、ふるさと納税サイトを複数活用すること
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としたほか、返礼品の拡充を順次行っているところでございます。 

 これまでの取組として、ふるさと納税サイトにつきましては、より多くの方々に千葉市への

寄附を知っていただき、返礼品に対するニーズに的確に対応するため、サイトの利用希望や利

用者数、取り扱う返礼品の特性を踏まえ、サイト数を見直し前の１件から６件に増やしたほか、

返礼品については、品ぞろえの充実に努めるべく、市内の事業者の皆様からも募ることとし、

26品から、本年10月１日時点では256品まで増やしたところでございます。 

 その結果、本市への個人からの寄附件数は、見直し前の令和２年度の1,349件から、４年度

には6,302件に増加しており、今後も引き続き取組を強化してまいります。 

 次に、返礼品の質を高めるための工夫についてですが、ふるさと納税に関する民間調査では、

返礼品を選ぶ基準として、日常使いしたいから、地域の良質な特産品を取り寄せたいからとい

う回答が多くありました。また、別の民間調査では、近年では体験型の返礼品も拡大してきて

いるとされております。 

 本市が提供する返礼品の中でも、日常的に利用される精米などに複数の量目を用意するほか、

定期便など利便性に配慮した提供方法を設定するとともに、寄附を募りつつ、本市を訪れるこ

とにより交流人口の増加に伴う地域経済等の振興も期待される体験型の返礼品として、今年度

新たに本市への旅行に使用可能なクーポンの提供を開始するなど、質、量ともに提供する返礼

品の多様化に努めております。また、本市には、多様で良質な農畜産物や加工品があり、千葉

市らしさをアピールする有力なものの１つとして、千ブランドを中心にトマトやハム、ソーセ

ージといった農産物などの返礼品の充実を図っているところでございます。 

 寄附金収入を増やすための取組として、本市らしさをアピールしつつ、ニーズに応えられる

ような返礼品のさらなる充実に努めてまいります。 

 次に、市税徴収についてお答えいたします。 

 まず、不能欠損の額の推移とその要因についてですが、不能欠損の過去５年の額は、平成30

年度約３億3,470万円、令和元年度約３億2,600万円、２年度約２億6,150万円、３年度約２億

5,400万円、４年度約２億5,480万円と、時効中断事由である債務の承認や差し押さえの執行を

進めて減少傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、滞納者との納税交

渉が進まなかったことなどから、ここ１、２年は横ばいとなっております。 

 次に、滞納整理の取組についてでございます。 

 滞納者には、差し押さえの予告を記載してある督促状を送付しておりますが、再三の催促に

も関わらず、納付相談もなく市税滞納が続いている方については、自主納付が難しいと判断し、

財産調査を行っております。 

 調査の結果、財産があるにも関わらず、特段の事情なく納付がない方に対しましては、差し

押さえ処分や捜索を執行し、租税債権の確保に努めております。 

 最後に、滞納整理の工夫についてですが、令和元年度より市外に居住する滞納者対策として、

西部市税事務所納税第一課に市外案件に特化した班を設置し、徴収対策の効率化を進めており

ます。また、市外滞納者に係る現地調査や電話催告など、滞納処分以外の事務につきましては、

外部委託を積極的に導入し、徴収職員は滞納処分に集中的に取り組んでおります。さらに、新

たな滞納者を出さない取組として、ウェブ口座振替受付サービスの対象金融機関の拡大を準備

しており、納付機会の拡充を図ってまいります。 

 これらの取組を通じまして、納税の公平性、公正性を確保しながら、引き続き、滞納繰越額
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の縮減並びに徴収率の向上に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 動物愛護施策についてお答えします。 

 まず、動物保護指導センターに収容した犬猫の譲渡の取組についてですが、犬については、

その多くがセンターに登録されているボランティアの御協力を得ながら譲渡しております。猫

については、令和元年度以前は、月に２回程度センターでの譲渡会を実施しておりましたがコ

ロナ禍を契機として、事前に希望する猫をセンターのホームページ上で確認し、予約の上、猫

と対面するお見合い方式に変更しました。その結果、譲渡が成立した割合が４割から９割程度

へと大きく向上しております。 

 また、昨年11月には、イオンペット株式会社と譲渡協力に関する協定を締結し、同社の店舗

を活用した動物の展示などを通じて、これまでに犬猫合わせて約30頭の譲渡につながっており

ます。 

 最後に、ホームページの動画配信の改善についてですが、現在、譲渡対象の犬猫の情報につ

いては、センターのホームページで画像とともに推定年齢や病歴、特徴などを記載しているほ

か、一部についてはユーチューブで動画を公開しております。しかしながら、ページ内の動画

を見つけづらいとの声があることから、センターのトップページから譲渡動物の動画に簡単に

アクセスできるなど、利用者にとって分かりやすく使いやすいホームページとなるよう、改善

してまいります。 

 今後は、こうした譲渡成立に係る取組を通じて、センターに収容された動物の譲渡推進に努

めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 総合政策局長。 

○総合政策局長（峯村政道君） 通院や買い物が困難な市民への対応についてお答えをいたし

ます。 

 まず、民間事業者等と連携した取組に対する市の考え方及び全庁横断的な取組の推進につい

てでございますが、日常の買い物などに不便を感じる方や地域に対する支援につきましては、

関係部局で地域の課題を共有するとともに、関係機関の連携体制や対応方法を整理したところ

でございまして、今後、これに基づき本人の状況や地域の実態等を的確に把握した上で、行政

だけではなく、周辺地域でサービスを提供している事業者、支援機関や地域住民などとの連携

のもと、適切な支援を行うことが重要であると考えております。 

 最後に、民間事業者等と連携した取組の状況及び市の財政的支援に対する考え方についてで

すが、日常の買い物等に不便を感じる方などに対する支援につきましては、高齢者など支援を

必要とする方や地域からの相談、要望を踏まえ、区役所、あんしんケアセンター、社会福祉協

議会区事務所などが中心となり、支援の必要性や方向性を判断し、財政的な支援については、

持続可能性も考慮した上で、関係部局や民間事業者等と連携、協働しながら、個々の実情に応

じた支援を行っております。 

 こうした考え方に基づき、要望があった地域に対する支援策として、現在、移動販売の導入

に向け、民間事業者等との調整を進めているところでございます。 

 また、地域資源を活用した民間事業者による買い物支援の取組といたしましては、社会福祉
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法人が保有する送迎車両を活用して買い物バスを運行しており、現在、９施設が実施をしてご

ざいます。 

 さらに、市内のデイサービス事業者に対し、買い物バスの実施可能性や運行に当たっての課

題などについて、アンケートを行ったところでございまして、今後、ヒアリングなどを通じて

課題を抽出し、支援の在り方について検討してまいります。 

 今後も、支援を必要とする方や地域からの相談、要望の内容に応じ、地域公共交通計画に基

づく取組とも連携をしながら、介護保険や地域ボランティアなどによる支援や民間事業者等の

活用に向けた取組を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） エネルギー価格高騰対策（再生可能エネルギーの普及促進）につ

いてお答えをいたします。 

 まず、既存住宅への太陽光発電の導入促進についてですが、既存住宅は、新築住宅に比べ太

陽光発電設備の設置が進んでいないことから、再生可能エネルギーの導入促進に効果的である

と考えております。 

 本市では、既存住宅向けの太陽光発電設備の設置に対する助成を行っており、今年度は、昨

年度の約２倍となる145件の助成を行いました。今後も、社会情勢や市民ニーズを踏まえ、太

陽光発電設備の導入促進につながるよう取り組んでまいります。 

 次に、導入意欲を高めるようなＰＲについてですが、住宅における太陽光発電設備の導入は、

環境面だけではなく、昨今のエネルギー価格高騰対策にもつながることから、市民の皆様が導

入を検討するきっかけになると考えております。 

 これまで、家庭における太陽光発電設備の導入について、地球温暖化対策と災害時の電力確

保の観点から周知啓発を行ってきましたが、今後は、電気代高騰対策という経済的なメリット

も周知することにより、太陽光発電設備の導入を推進してまいります。 

 最後に、脱炭素先行地域の周知啓発についてですが、これまで、本市の脱炭素先行地域事業

の目的や取組内容を示した啓発パネルや小冊子などを活用し、Ｘゲームズや親子三代夏祭りな

ど、各種イベント等において周知啓発を図ってきたところでございます。 

 また、脱炭素先行地域事業を推進する官民連携組織である千葉市脱炭素先行地域推進コンソ

ーシアムにおきまして、脱炭素先行地域事業の周知啓発活動を実施するための啓発活動プロジ

ェクトチームを今月立ち上げ、ワークショップを開催したところでございます。 

 今後、各企業によるＰＲ手法も活用しながら、脱炭素先行地域事業について、官民連携した

継続的な周知や啓発活動を実施することにより、脱炭素に向けた行動変容の促進、地域脱炭素

の推進を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 松坂吉則議員。 

○26番（松坂吉則君） それでは、２回目は意見と要望を申し上げます。 

 まず、ふるさと納税についてでありますが、そもそも論ですが、この制度には、いろいろな

問題があるいうことも承知しています。しかしながら、制度がある以上、最大限の努力が必要

と考えます。 

 今回の質問で、千葉市の魅力は、食と農産物という話をさせていただきました。他都市と比
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較しても、千葉市の食と農産物はクオリティが高く、これを生かしたほうがよいと考えており

ます。 

 私がなぜこの点に注目したかというと、他都市から千葉市に来られた方々、移住された方々

に、いつもこの質問を繰り返していました。結果、千葉市って何って聞いたときに、食の豊か

さや新鮮さなど、誇れるものと感じたからであります。この食を中心とした千葉市の魅力は、

これからの都市ブランドの一翼を担うキーワードではないかと考えております。ふるさと納税

を利用し、全国的なＰＲも可能かというふうに思っております。 

 さて、ここからは改善案の提案ですが、そもそもふるさと納税を利用している方がどのよう

な考え方で他市に寄附しているのか、調査しなければならないと考えております。そのデータ

をもとに特産品、返礼品を決めていくべきだと思っています。また、サイトを増やしたとはい

え、利用者のマーケティングや行動調査ができていないとのことでしたので、ぜひ、この点に

ついても、事業者と協働し、対応するように望んでおきます。要望しておきます。 

 また、体験型の返礼品、例えばスポーツの特別観覧席を用意するとか、消防救急隊の体験会

を開くとか、体験型返礼品は工夫次第と考えています。また、マリンスタジアム、フクアリの

１日貸し切りスポ券など、スポーツ好きな人に対しては大変魅力的であると考えます。あらゆ

る角度から検討することが望ましいと思うので、検討をお願いいたしたいというふうに思いま

す。 

 次に、市税徴収についてであります。 

 税の滞納を続けるような人を逃すことは、先ほども述べました真面目に働いて税金を納めて

いる市民としては、決して許されないことであると考えております。市税の滞納者に対しては、

積極的な滞納整理を進める必要があり、滞納者の逃げ得をさせないための取組が必要でありま

す。 

 市税滞納者は、本市でも、先ほど言いました高止まりであります。答弁にもありましたよう

に、当局は努力をしていただいているようですが、なかなか滞納者が減らないのも事実であり

ます。要因をしっかり調査し、真面目に納税している方々に胸を張れるように引き続き厳しい

対応をお願いするものであります。 

 次に、動物愛護施策についてであります。 

 動物愛護については、その考え方を市民の間に広め、１頭でも多くの動物が譲渡されること

が重要でありますし、その結果として殺処分がなくなることが望ましいと考えております。現

在、千葉市では殺処分がゼロということですが、これからも続けていっていただきたいという

ふうに思いますし、センターに収容された犬猫の譲渡を希望している方々に譲渡がスムーズに

進むよう、あらゆる手段で取り組んでいただきますよう、お願いするものであります。また、

ホームページ、動画の改良を進めるとの答弁をいただきましたので、早急にお願いするもので

あります。 

 次に、通院や買い物が困難な市民への対応でございます。 

 少子・高齢化の進展に伴い、買い物や通院など日常生活における移動が社会的な問題となっ

ており、本市も一部の地域では、バス路線の廃止、減便が行われており、今後、高齢者に日常

生活において移動を課題とする地域が増加することが考えられます。 

 先ほど述べましたが、今回いろいろな議員さんがバス減便について質問しているわけであり

ますが、なかなか、これを公費で補助して、最初はいいんでしょうけれども、これをずうっと
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維持するというのはかなり厳しいのかなと。地域の方の協力なくして、民間事業者にどこまで

バス路線を維持するのかお願いすることは、大変厳しいことであるというふうに考えておりま

す。ですから、行政に財政支援を求めるだけでは、この問題の解決にはつながらないというこ

とを考えております。継続的にこの問題を解決するためには、先ほど言いましたそこで暮らす

市民、事業者、福祉施設、病院、あらゆる分野での協力が不可欠だというふうに感じます。 

 答弁で、いろいろな施策をやっていただいていることが分かりました。移動販売の導入に向

けたものもやっていただいていますし、社会福祉法人が保有する送迎車両を活用して買い物バ

スを運行していただいている。なおかつ、この前の私の質問以降に、市内のデイサービス事業

所に対してもですね、買い物バスの実施の可能性や運行に当たってアンケートを行っていただ

いているということでした。 

 多くの取組がありまして、財政支援には限界があると言いましたけれども、この問題を全庁

横断的に永続性を確保し、これらの課題解決に向けて努力をお願いするものであります。 

 先日、一般質問で私が提案した民間事業者との連携、全庁的にこの問題に取り組む姿勢につ

いては、答弁で着実に進んでいるということを確認できました。正直、このスピードでいろい

ろな局が横に連携しているということについてはですね、スピード感も含めて驚いているとこ

ろではあります。ありがとうございます。 

 役所といえば縦割りですが、局をまたがって、いろいろな取組が進んでいることはすばらし

いことでありますし、問題に対する課題解決が現執行部の体制の中では確実に変化をしている

ことが実感できました。これからの時代、行政課題の解決には、多岐にわたるものだというふ

うに考えられますので、これからも、このような体制づくりに対して期待しているものであり

ます。 

 最後に、エネルギー価格の高騰対策でありますが、近年の電気料金、ガス料金の高騰につき

ましては、市民生活に大きな影響を与えております。エネルギー高騰対策は、垂れ流す給付金

の支給、支援が多いわけでありますが、太陽光発電設備の導入は、この垂れ流してしまう補助

金ではなくてですね、設置すれば撤去するまで支援が有効的に働く施策であります。本市が進

める再生エネルギー活用に有効な手段でもあるというふうに思います。 

 現在、電気料金が高騰している状況につきましては、発電した電力を自ら使うことは、電力

の購入量が減少するメリットがあることから、エネルギー価格の高騰対策としても位置づけら

れるというふうに考えております。既存住宅への普及を促していくことが再生可能エネルギー

の量の増大につながり、市域の脱炭素化が進んでいきます。 

 本市は、昨年11月に、国から脱炭素先行地域に選定されました。再生可能エネルギーの導入

は、市域の脱炭素化を推進するきっかけになります。 

 これを質問した理由として、自分も太陽光発電をつけているんですが、多分、ほかの４人世

帯の電気料からすると半分ぐらいになっているんですね。太陽光発電をつけていると、やっぱ

り20年から30年パネルも使えるということでございますので、かなり高騰対策としても有効性

が見受けられるのかなというふうに思っております。その点がありましたので、この質問をさ

せていただきました。ぜひ、高騰対策として位置づけられることをしっかりとＰＲしていただ

きたいというふうに思います。 

 それから、この脱炭素化の地域指定がされたことに対しても、市民の認知度はまだまだ低い

状況にあると考えております。市民や事業者向けに周知活動をさらにしていただきますととも
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に、引き続き前向きな取組を要望したいというふうに思います。 

 これで一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 松坂吉則議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。22番・守屋聡議員。 

〔22番・守屋 聡君 登壇、拍手〕 

○22番（守屋 聡君） 皆さん、こんにちは。日本維新の会・無所属の会、稲毛区選出の守屋

聡でございます。よろしくお願いいたします。 

 さて、ようやく大谷翔平選手がドジャースに決まりまして、皆さん御承知のとおり、10年間

で1,015億円、とてつもない金額であります。また、ちょっと前の話になってしまいますが、

38年ぶりに阪神タイガースが日本シリーズでアレを成し遂げまして、この経済効果も聞くとこ

ろによると1,000億円ぐらいだと聞いております。大谷選手がドジャースに入る経済効果も643

億円と、本当にこのメジャースポーツとスーパースターの経済効果はすごいものだなと、本当

に痛切に感じる次第であります。ぜひとも大谷翔平選手には、千葉市にふるさと納税をしてい

ただきたいと思うのは、私だけでしょうか。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問に入らせていただきます。 

 まず、有害鳥獣対策についてでありますけれども、今年は東北や北海道で熊の出没が例年よ

り多くなり、それに伴い被害も多く出ており、死亡者も出ております。幸いに、千葉県は熊の

生息が確認されておりません。つい最近までは、茨城県も熊がいなかったようでありますが、

北部での目撃があり、本州で唯一熊がいないのは千葉県ということであります。 

 これは、川や海に囲まれていることや山脈が連なっているような地形ではないことが要因の

ようであります。しかし、千葉県におきましては、先ほど来、三須議員も質問されていました

ように、イノシシやハクビシン、アライグマ、キョンなどの被害が増加しております。 

 千葉市でも、去る10月25日に千葉駅周辺に１頭のイノシシがあらわれたことは驚くところで

あります。１頭出たということは、今後もあらわれる可能性はゼロではないと思われますし、

町なかですと多数の被害者が出る可能性があります。また、登下校中の子供たちに被害が出る

ようなことも想定されますので、保護者の中にも心配される声が聞かれました。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 過去、千葉駅周辺などの中心部にイノシシがあらわれたことがあるのか。また、改めて確認

をいたしますが、今回のイノシシがどこから侵入してきたのか、把握はされているのでしょう

か、お尋ねをいたします。 

 以降、質問席にて行います。御答弁よろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 今回の事案以外に、過去５年間で、千葉駅周辺にイノシシが出没

した報告は寄せられておりません。一般的に、イノシシは警戒心が強いことから、草むらや薮

などに潜み、緑地や川沿いに移動することが多いとされておりますが、本年10月の事案につき

ましては、侵入するまでの目撃情報がなく、どのような経路をたどったかについては明らかに

なっておりません。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） はい、ありがとうございます。イノシシは繁殖能力が高いと聞きます。

活動範囲が市内中心部に及ばないよう、被害が少ないうちから対策を講じていただきたいと思
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います。 

 また、イノシシ以外のアライグマやハクビシンなどの被害やキョンも市内で目撃されている

ようですので、人的被害や農業被害などが起きないよう、対策を引き続き講じていただきたい

と思います。 

 さて、実は、このスライドにもありますように、ある団地で住民を悩ませているのがハトで

あります。このように、ハトが群れをなしてとまっているのでありますけれども、その団地に

は20羽程度のハトが住み着いておりまして、ふんの被害や一部の住民はハトの鳴き声でノイロ

ーゼ気味になっている人も出てきております。 

 市川市では、駅前のムクドリ対策として、業者と業務提携をして、市の職員とともに対応を

していたり、ＵＲにおいても同様に業者と契約をして管理している団地の鳥害対策をしており

ます。ハトは鳥獣保護法に守られているために、個人が勝手に捕獲をしたり、処分することは

できないために、個人で追い払う対策をするか、許可を得た業者に依頼をするしかありません。 

 そこで、団地管理組合では、業者に調査を依頼し、見積もりをとったところ、費用が70万円

ほどかかるとのことでありました。管理組合としては、費用が高額であることから業者に依頼

することもなかなか難しい現状であるため本当に苦慮しております。 

 そこで、このような団地に対し、費用の一部負担ができないものか、本市のお考えをお尋ね

いたします。 

○議長（石川 弘君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 本市では、ハトなどの野鳥の被害防止対策については、施設管理

者が行うものと位置づけており、市民の方々が実施するハト対策についての補助制度等はござ

いませんが、野鳥被害に対する相談が寄せられているため、支援の在り方も含め、他市の事例

等を調査研究してまいります。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） はい、ありがとうございます。民間の分譲マンションの管理組合の財

政事情は大変厳しい現状であります。ぜひ、調査研究にとどまらず、苦慮する市民ために前向

きな検討をお願いいたします。 

 例えば、市民でも、とまらないようにビニールを巻いて、ハトがずるっとずっこけちゃうよ

うにするとかですね、あと、こういうスプレーがある。このスプレーで自分がまいっちゃうと

いうこともあるので、こういうのもあったりする。あと、こういう、ハトとかカラスは、自分

の中に磁石というか磁気が入っているので、追い払うためにこういうのをやったり、あと、ス

パイクといって、とまらないように、スパイクという、こういう長い剣山みたいなものをやっ

て、住民なりには対応しているところであります。 

 では、本市として、現時点で市民に対しできる取組は何か、お尋ねいたします。 

○議長（石川 弘君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） ハトのふん公害等でお困りの方々に対し、市ホームページで、防

鳥ネットやスパイクの設置などの対策をお知らせしているところでございますが、新たに、手

すりにとまりにくくするためのテグスの設置等の防除方法をお知らせする予定でございます。 

 今後も、効果的な手法について情報収集してまいります。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） ありがとうございます。実際、このハトの群れが押し寄せることで、
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ノイローゼ気味になる方やふんよる健康被害も起きる可能性がないとは言えませんので、ぜひ

効果的な対策をお示しいただきたいことと、繰り返しになりますが、費用負担の御検討をいた

だければと思います。 

 それでは、次に指定避難所の環境整備についてであります。 

 アルピニストの野口健さんは、東日本大震災や熊本地震などで、私財を出してテント村など

避難所運営に携わり、多大なる貢献をされているのですが、野口健さんの著書の中で、被災地

を訪れた専門家の方々が共通して感想を言われたのは、日本の避難所は、アフリカのソマリア

以下だ。また、東日本大震災のときにバングラディシュから来られたボランティア団体が日本

の避難所の余りのお粗末さに、バングラディシュよりひどいと驚いていたと書いてあります。

その著書の中に、避難所には国際基準なるものがあり、その基準はスフィア基準と言うそうで、

その国際基準であるスフィア基準に照らし合わせると、日本の避難所は失格だと言われており

ますが、スフィア基準についての本市の見解をお尋ねをいたします。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 紛争や災害の被害者が尊厳のある生活を送ることを目的に定め

られた人道憲章と人道対応に関する最低基準、通称スフィア基準については、内閣府の避難所

運営ガイドラインにおいて、今後の我が国の避難所の質の向上を考えるときに参考にすべき国

際基準と記載されており、本市としても避難所開設・運営マニュアル例の作成の際に参考とし

ております。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） はい、ありがとうございます。参考までに、スフィア基準には、人間

が生きていくために必要な水の供給量や食糧の栄養価、トイレの設置基準や数、避難所の１人

当たりの居住空間の面積など、細かく明示をされております。基準によると、避難所の居住空

間は、最低限１人当たり3.5平方メートル、つまり畳２畳分となります。 

 本市の指定避難所で、この面積を確保するというのはなかなか難しいと思われますが、被災

者に対しての配慮は重要であると考えますので、避難所の環境整備は、今後の検討課題である

と思います。 

 さて、市民の方から、避難所の備蓄品が避難所によって異なるとの指摘がありますが、備蓄

品の整備状況はどうなっているのか、お伺いをいたします。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 各避難所には、初動対応用の食料や飲料水等を備蓄しており、

品目は同じものですが、避難所の規模により、備蓄数量を３段階に区分しております。また、

一部の避難所には、避難者数などに応じて各避難所に搬送するための物資を備蓄する分散備蓄

倉庫の役割を持たせており、食料、飲料水等をより多く備蓄するとともに、給水袋や燃料タン

ク、担架など、資機材も整備しております。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） はい、ありがとうございます。では、次に、避難所の衛生管理につい

てお尋ねをいたします。 

 指定避難所272か所の全てがいざというときに使用できるかどうかは分かりません。また、

一見使用できるように見えても、配水管の不具合でトイレが使用できないケースや使用中に不

具合が起き、汚水が溢れることも想定をされます。また、大勢の被災者が詰めかけることで、
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感染症などにも注意が必要となります。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 避難所の衛生管理について、本市の取組をお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 本市では、消毒液、ウエットティッシュなどといった衛生用品

に加えて、新型コロナ感染症の流行を受けて、非接触型電子温度計、飛沫防止シートなどの感

染症対策物品を備蓄しております。また、トイレ対策として携帯トイレ等の備蓄やマンホール

トイレの整備を進めております。 

 さらに、避難所開設・運営マニュアル例に手洗いや消毒といった衛生管理の励行や共用部分

の清掃、トイレの管理などの具体的な取組について記載するなど、避難所での衛生管理を図っ

ているところであります。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） ありがとうございます。では、次に避難所のプライバシーの確保につ

いてお尋ねをいたします。 

 先ほどお伝えしましたように、日本の避難所の現状はお粗末であると言われておりますが、

避難場所はあくまでも一時的なものなので、しばらくの間は我慢しましょうというのが日本の

考え方であるようです。しかし、被災者の立場になれば、不安感や絶望感など、人の心は図り

知れません。 

 ここで、ちょっと見ていただこうと思うのですが、これは、数年前に地元の有志と避難所運

営委員会のメンバーで、避難所の宿泊体験をしたときのものなんですけれども、ちょっと薄暗

くて、ぼけて見えづらいですけど、これ、ブルーシートを敷いて自分のエリアを確保しまして、

その上に、子供たちが使う体操用のマットを敷いて寝袋で寝るという体験をこういう形で体験

をやったわけですけれども、とにかく真冬の体育館の床はとても冷たくて、深夜には気温がマ

イナス２度ぐらいになってですね、とても眠れるような状況ではありませんでした。 

 今は段ボールベットなども備蓄されておりますが、プライバシーも含め、避難所の現状はか

なり厳しいものであることには間違いありません。 

 そこで、プライバシーの確保について、本市の取組をお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 避難所となる学校へは、室内用テントを配備しているほか、災

害用テント1,000張や段ボール製のパーティションを備蓄するなど、プライバシーの確保に向

けた対策を行っております。また、分散避難を進める中で、学校施設では、教室等を優先して

活用することやその他の施設でも、個室を活用して感染症予防やプライバシー確保を図ること

について、避難所運営委員会などに周知啓発を図っているところであります。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） ありがとうございます。千葉市が選ばれる自治体であるためには、市

民に安心と安全を提供することが重要であることは言うまでもありません。 

 災害直後は、まず自助であります。まずは、自分の身は自分で守っていただくことの周知は

重要でありますが、その後は公助の必要性が出てくるわけであります。千葉市はいざというと

きも安心だねというような市民に信頼される対策が重要であると考えます。 

 熊本地震を例にとれば、震災の犠牲者のうち、家屋倒壊による圧死や火災による焼死などの
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直接死より、避難生活で持病が悪化して死期を早めたり、ストレスや心身に不調を来して自死

したりする災害関連死のほうが圧倒的に多かったという報告を考えますと、避難所がどんな環

境であるかがとても重要であることが分かります。ぜひ、引き続き避難所の環境面については、

御検討をいただきますようお願いを申し上げて、次の質問に移ります。 

 次は、バス、タクシー事業者の現状についてであります。 

 タクシーは、基本的に歩合制でないと経営が成り立たないようであります。東京などの大都

市圏においては、歩合でも稼げたり、固定給などの雇用でも成り立つようでありますが、千葉

においては厳しい現状で、年金受給者のドライバーが多いというのも、うなずけるところであ

ります。 

 したがいまして、千葉では若いドライバーが稼げる現状になく、なり手がなく、タクシーの

運行をやめる会社も出てきている状況であることは、御承知のことと思います。 

 そこで、バスやタクシードライバーに限らず、なり手を探すのに四苦八苦している市内の企

業は数多くあると思いますが、まずは、中小企業への雇用支援に関する本市の取組をお聞かせ

ください。 

○議長（石川 弘君） 経済農政局長。 

○経済農政局長（橋本直明君） 本市では、正規雇用に向けた職場体験、見学を行う企業と求

職者とのマッチングイベントや職場体験、見学を受け入れる企業への支援、正規雇用に至った

場合の採用奨励金制度を実施しておりますほか、インターンシップの受入れ方法等に関するセ

ミナーや採用活動支援のための合同企業説明会を開催するなど、中小企業の雇用支援に取り組

んでいるところでございます。 

 また、恒常的な人手不足が生じております運送業への就業、転職を検討されている方を対象

としまして、運転免許取得支援や中型トラックの運転体験、市内運送事業者とのマッチングを

実施しております。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） ありがとうございます。では、続いて本題のタクシーやバス会社への

求人の支援策や取組はいかがでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 市内の路線バスやタクシー事業者に対しましては、事業者が実施

いたします職員の２種免許取得に要しました費用の２分の１を支援する運転手養成支援事業を

実施いたしており、令和２年度から昨年度までの３年間で、延べ22社、70名の運転手養成に対

しまして総額約685万円の支援をいたしてまいりましたほか、今年度も６月補正予算により500

万円を予算措置し、引き続き、運転手の確保に向けた支援に努めているところでございます。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） ありがとうございます。確かに、本市としては、運転手さんの養成に

予算措置をしておりますが、現状は、そもそもドライバーになろうという人がいなくなってい

るのが問題で、免許を取得する以前の問題であります。また、バスやタクシーは、交通インフ

ラであります。本市はほかの政令市にあるような市営バスがなく、ある意味、幸いにも一般会

計予算で支出することがないわけであります。 

 ちなみに、ほかの政令市を私が調べた結果、令和４年度でありますが、仙台市が市バスに、

約33億6,000万円、川崎市で約７億4,000万円、横浜市で約６億9,200万円、神戸市が６億9,100
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万円、京都市で約６億600万円、一般会計から繰り出しをしております。 

 どこの政令市も、市営の交通機関は厳しい経営となっておりますので、市営の交通機関を持

たなかったことは、財政面から言えば、本市は幸いだったと思います。 

 しかしながら、コロナ禍もあり、バス、タクシー業界の状況も一変し、かつてのドライバー

も戻ってはこないし、新たななり手も見つからないという状況でありますので、ここはバス、

タクシー会社の支援策を考えないと、ますます市民の足が奪われることになります。 

 あるバス会社ですけれども、このように３時間１万円、あるバス会社って、もう名前が見え

ちゃっていますけれども、破格値でドライバーの募集をかけておりまして、企業側もこのよう

に新たな雇用の創出を努力しております。 

 さらに企業誘致などで、大手通販の物流倉庫も市内にできまして、スタッフの送迎の要望も

バス会社に来ているわけであります。せっかく、市を上げて企業誘致をしても、そこで勤務す

るスタッフの足が確保できなくては話になりません。 

 繰り返しになりますが、交通機関はインフラと考えますと、本市として独自にバス、タクシ

ー会社を支援する取組はできないものか、お尋ねをいたします。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 新型コロナウイルス感染症の拡大や燃料費の高騰などの影響を受

けまして、公共交通事業者は厳しい経営状況にありますことから、これまでに感染拡大防止対

策等に係る費用への助成のほか、事業継続支援金の支給など、様々な支援を実施いたしますこ

とで、市内公共交通ネットワークの維持、確保に努めてきているところでございます。 

 引き続き、地域の暮らしを支えます交通サービスの実現に必要不可欠なバス路線の維持、確

保につながる取組について検討を進めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） はい、ありがとうございます。例えば、求人の支援で言いますと、市

政だよりとか、市のホームページなどで、ドライバー募集を掲載することができないかなども、

１つの支援策と考えます。いずれにしましても、既に市民の足に影響が出ているわけですから、

早急に具体的な支援策を検討、実行していただきたいと思います。 

 最後に、市民の新たな足の確保ということで、グリーンスローモビリティの実用化が始まっ

ております。広島県福山市や東京都町田市などのように、タクシー事業や福祉タクシー事業な

どと同様、事業車両として活用している事例。松戸市のように、地域が主体となって互助の活

動として活用する事例など、２つの方向性が出てきております。 

 本市も、グリーンスローモビリティが実用化される地域もありますが、本市の取組について、

現状の評価をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） グリーンスローモビリティにつきまして、本市では、地域の状況

を最も把握しております地域の方々がスタッフを務める柔軟で効率的な生活交通モデルの確立

と地域課題解決のため各地区で実証調査を進めているところでございます。 

 桜木地区につきましては、現在、ボランティア運転手の確保や運行スタッフなど、協力者の

充実に、本年４月から開始いたしました中長期実証調査の中で取り組んでおり、これによりま

して、ボランティア運転手の登録者が13人から17人に増員されましたほか、１日当たりの平均

利用者数が約11人から約18人に増加するなど、一定の効果がございました。 
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 今後も、桜木地区のほか、先月から中長期実証調査が開始されました都賀の台地区など、他

の地区におきましても、地域の皆様と相談、協力いたしまして、地域ごとの課題を解決しつつ、

本格導入に向けた実証調査を進め、身近な移動手段の確保に努めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員。 

○22番（守屋 聡君） 今後、人口減少が進むと予想される中、本市としては、人口の流出は

避けたいところであります。また、新たに千葉市に移住していただく方を増やすためにも、千

葉市が市民にとって安全で安心なまちでなければなりません。 

 ぜひとも、引き続き市民目線に立った市民のための施策を行っていただきますよう切にお願

いを申し上げまして、本年最後の私の一般質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとう

ございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 守屋聡議員の一般質問を終わります。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午 後 ２ 時 38 分 休 憩 

────────────────────────── 

午 後 ３ 時 10 分 開 議 

○議長（石川 弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。３番・茂呂一弘議員。 

〔３番・茂呂一弘君 登壇、拍手〕 

○３番（茂呂一弘君） 皆さん、こんにちは。公明党千葉市議会議員団、茂呂一弘です。 

 本日は、お忙しい中、傍聴にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。また、イ

ンターネット生中継を御覧の皆様、お忙しい中、ありがとうございます。 

 それでは、通告に従い、一般質問を行います。 

 １点目に、民地からの越境樹木について質問いたします。 

 最近、市民から、隣の家、いわゆる隣地から越境して自宅敷地内に伸びてくる樹木に関する

御相談、御要望が数多く寄せられております。 

 主な内容は、伸びてきた枝が自宅建物の窓ガラスなどへぶつかる、伸びてきた枝から枯れ葉

が落下し、自宅の庭や雨どいへたまるなどの苦情であり、隣地から越境して伸びてきた枝を切

除してほしいとの御要望が大半を占めます。 

 隣地が私有地、いわゆる民間の土地であれば、当事者同士の話し合いで解決を図ることが原

則であることは言うまでもありませんが、市民からは、隣地が私有地ながら、空き家または長

期不在などで空き家同然になっており、かつ、隣地の所有者と連絡がとれない事案について、

相談が寄せられております。 

 行政側の相談窓口は、区役所の地域づくり支援課となり、職員が懸命に対応しておりますが、

対処先が空き家であることから、問題の解決まで比較的長期間を要する事案もあり、市民から

は、早期の解決を求める声が上がっております。 

 そこで伺います。 

 １つ目、越境樹木に関する市民からの要望の令和４年度と５年度の受付件数についてお示し

ください。 

 ２つ目、令和４年度と５年度に受け付けた越境樹木に関する要望のうち、現時点で解決に至

っている件数についてお示しください。 
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 ３つ目、区役所の地域づくり支援課にて、市民より要望を受け付けてからの本市の対応手順

についてお聞かせください。 

 ２番目に、花見川団地の活性化について質問します。 

 本テーマは、本年第２回定例会における一般質問でも取り上げ、商店街への商店誘致策と、

旧花見川第五小学校の跡地利用について質問いたしましたが、今回は別の角度から、このテー

マを取り上げたいと思います。 

 本市は、2023年度千葉市の主要プロジェクトの中で、新規事業として、花見川の利活用及び

花見川団地を拠点とした地域生活圏の活性化の推進を掲げ、さらに、花見川団地をちば・ま

ち・ビジョン上の都市機能誘導区域と居住促進区域、並びに連携地域拠点として位置づけてお

ります。 

 一方で、花見川団地の現状を申しますと、本市の平均値を上回る高齢化率や学校統廃合に象

徴される若年層の他地域への転出などにより、人口は減少。自治会役員をはじめとするコミュ

ニティーの担い手不足などの問題が顕在化しております。 

 少子・高齢化を抑止するべく、本市は、千葉市結婚新生活支援事業を展開したのを皮切りに、

令和５年度の新規事業として、千葉市子育て世帯住みかえ支援事業を、さらには花見川団地を

対象として、保育所優先利用モデル事業を展開。特に若年層世帯の流入促進を図っております

が、地域の活性化のためには、さらなる居住促進策が望まれております。 

 そこで伺います。 

 １つ目、花見川団地における千葉市結婚新生活支援事業、千葉市子育て世帯住みかえ支援事

業、保育所優先利用モデル事業の実績についてお示しください。 

 ２つ目、前述の３事業の実績を踏まえた本市の評価についてお聞かせください。 

 ３番目に、花見川沿川エリアの活性化について質問します。 

 本市では、豊かな緑と水辺の地域資源である花見川の利活用を図るため、自然環境を感じな

がら水辺に親しむことのできるアクティビティであるカヤック体験やデイキャンプ体験イベン

トなどの社会実験を令和元年度から実施しています。 

 近年では、カヤック体験は、花見川団地マルシェや花見川団地まつり及び花見川区民まつり

と同日に実施されるなど、周辺地域と連携したイベントとしても、継続的に実施されておりま

す。さらに、本年８月から９月にかけて、花見川のさらなる利活用方策を検討するため、花見

川流域の課題や魅力の発見、短期的、長期的アクションをともに考える参加型ワークショップ、

プレイスゲーム ｉｎ 花見川が本市の主催により３回にわたって開催されました。 

 プレイスゲーム ｉｎ 花見川には、企業、学生、地元商店主、地元自治会役員及び住民の

有志など、多彩なメンバーが集まり開催。私自身も３回中２回参加しましたが、参加者による

活発な議論から様々なアイデアが生み出され、アイデアの一部は、11月12日に開催された花見

川リバーサイドフェスにおいて、社会実験イベントとして実施されました。 

 イベントの当日は、あいにくの悪天候でしたが、会場となった花島公園お花見広場には大勢

の市民が来場、花見川リバーサイドフェスは、大盛況のうちに幕を閉じたと私自身は認識して

おります。 

 そこで伺います。 

 １つ目、ただいま申し上げました花見川リバーサイドフェスの成果について、本市の見解を

お聞かせください。 
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 ２つ目、今後の花見川を活用したイベント等の開催予定についてお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。御答弁よろしくお願いします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 初めに、民地からの越境樹木についてお答えいたします。 

 まず、空き家等からの越境樹木に関する市民から各区役所に要望のあった件数でございます

が、令和４年度は、６区合計で172件、５年度は、先月末時点で146件でございます。 

 次に、昨年度と今年度の受付件数のうち、各区役所において現地を確認するなどにより解決

に至っていると判断する件数についてでございますが、先月末時点で、昨年度分につきまして

は、172件のうち86件、今年度分は146件のうち41件でございます。 

 次に、要望を受けてからの本市の対応手順についてでございますが、近隣の住民の方から、

空き地等に関する相談を各区役所で受け付けた際には、職員が現地調査を行い、建物の劣化状

況や樹木、雑草の状況、それらによる周辺への影響等を確認いたし、管理不全な状態が認めら

れます場合には、登記事項証明書などにより所有者調査を行い、所有者等に対し、建物や敷地

内の樹木等の状況を通知して適正な管理を促しているところでございます。 

 その上で、改善が見られず周囲に著しい影響を及ぼし、法に基づきます特定空家等と認定し

た場合には、建築物の補修や除去、樹木の剪定、伐採、除草等につきまして、指導、勧告の順

に措置を行ってまいります。 

 勧告によりましても改善が図られない場合には、緊急性や切迫性などを判断いたしまして、

命令や代執行を講じていくこととなります。 

 一方、管理不全の空き家とまでは認められない場合には、指導対象とならないものの、必要

に応じて所有者等に対し、空き家の状況等を通知、助言するなどしているところでございます。 

 なお、隣地、隣家へ越境しました立木の枝の対応など、相隣関係のみの問題につきましては、

基本的に当事者間で解決するものと認識いたしております。 

 次に、花見川団地の活性化についてお答えいたします。 

 まず、花見川団地における居住促進策の実績についてでございますが、結婚新生活支援事業

につきましては、令和３年度から先月末までに４世帯の転入が、子育て世帯住みかえ支援事業

は、今年度から実施した事業でございますが、先月末までに２世帯ございました。 

 また、保育所優先利用モデル事業につきましても、今年度の開始でございますが、先月末ま

でに３世帯の申し込みがございました。 

 次に、これら３事業の実績を踏まえました本市としての評価についてございますが、若年層

や子育て世帯の団地への転入があり、事業を利用した世帯のそれぞれのニーズに一定程度対応

できたものとは考えております。 

 今後さらに、利用実績を積み重ねていく必要があると考えており、地域生活圏活性化の取組

とあわせまして、制度拡充や対象となる子育て世帯を含む若年層に訴求する、若年層にしっか

り届くような効果的な周知方法など、引き続き検討が必要であると考えております。 

 次に、花見川沿川エリアの活性化についてお答えいたします。 

 まず、花見川リバーサイドフェスの成果についてでございますが、当該イベントは、本年８

月と９月に開催いたしました市民ワークショップにおきまして、参加者から出されました花見

川の魅力向上につながる利活用のアイデアなどを検証するため、先月12日に花島公園お花見広

場などで開催いたしたものでございます。 
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 当日は、カヤック体験のほかに、たき火マシュマロ体験、プレーパーク、音楽ライブ、マル

シェなど、子供から大人まで楽しめます様々な企画を用意し、降雨の時間があったにも関わら

ず、約600名の来場がございました。 

 参加者アンケートの結果からは、今回初めて花島公園に足を運んだ人が半数以上、また、車

の利用が来園の７割以上であったこと、そしてイベント情報の入手方法など、来園者の傾向を

把握でき、こうしたデータの分析を行うなどしまして、今後、魅力向上、発信につなげてまい

りたいと考えております。 

 最後に、今後の花見川を活用したイベント等の開催予定についてでございますが、市民の皆

様が河川と良好なつながりを築き、親しみや関心を高めていただくためのきっかけづくりとし

まして、千葉県誕生150周年記念事業を活用し、先月から順次開催しております、ちばかわま

つり、こちらのほうを来年３月頃、桜の季節となりますこの頃に、花見川沿川におきましても

開催する予定でございます。 

 花見川では、地域の資源をつなぐをコンセプトに、点在いたします桜の名所などの地域資源

をサイクリングでつなぐお花見サイクリングを中心といたしまして、沿線エリアの魅力を再発

見できるイベントを企画いたしております。 

 これに加えまして、引き続き、花見川カヤック体験と花見川団地マルシェとの同時開催を継

続いたしますとともに、印旛沼・印旛放水路かわまちづくり計画に基づきまして、佐倉市、八

千代市と連携したイベントを開催いたすこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 茂呂一弘議員。 

○３番（茂呂一弘君） 丁寧な御答弁をありがとうございました。これから２回目の質問を行

います。 

 １番目に、隣地からの越境樹木について質問します。 

 各区役所で受け付けた市民からの要望件数について御答弁いただきました。令和４年度は１

か月当たり14から15件の要望があり、やはり、多いなと認識しました。令和５年度は、11月ま

での８か月間で、１か月当たり18から19件であり、冬場の件数減を勘案しても、前年と同じか、

やや多いかと思われます。 

 さらに、令和４年度に受け付けた要望のうち、解決に至ったのは受付件数の50％と、解決ま

でにおおむね１年以上を要しており、当局による所有者などへの対応手順がやや複雑であるこ

ともあり、解決までに時間を要していると察しました。 

 さて、隣地からの越境樹木に関する問題を難しくしている要因の１つは、樹木の所有権があ

くまでも隣地の所有者にあり、所有者の許可を得ずに樹木を勝手に切除してはいけないのでは

ないかとの認識によるものと推察されます。 

 確かに、従来の民法の規定では、越境された側は、隣地から越境してくる樹木の根は切除で

きるとされておりましたが、枝については、隣地の所有者に対して切るように請求をすること

ができるのみで、越境された側が切ることはできないとされておりました。 

 民法233条に定める越境してくる樹木の規定については、令和３年に改正され、令和５年４

月１日付で施行されております。まず、民法233条第１項を読みますと、土地の所有者は隣地

の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができると

あります。ここで補足ですが、土地の所有者とは、越境された側の土地の所有者を示します。
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また、法律の条文では、樹木を竹木と定めています。 

 今紹介いたしました第１項では、あくまでも隣地の所有者に枝を切除させることができると

定めており、その上で、第３項で次のとおり定められました。第３項、第１項の場合において、

次に掲げるときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。１、竹木の所有者に枝を

切除するよう催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。２、竹

木の所有者を知ることができず、または、その所在を知ることができないとき。３、急迫の事

情があるとき。 

 以上のとおり、民法233条第３項の規定に該当すれば、越境された側は、樹木の枝を切れる

と定められましたが、市民は本内容について御存じなく、余り周知がなされていないと実感し

ます。 

 そこで、神戸市の事例を紹介します。神戸市では、ホームページに、越境した木の枝の切り

取りルールの改正についてと題したページを掲載しています。大きく５項目の構成になってお

りまして、まず、越境竹木に関するルールが改正されましたの項目では、民法改正について説

明があり、先ほど私が述べました改正後の民法233条第３項の内容を掲載しております。 

 次に、催告してからどのくらい待てばいいの項目では、民法233条第３項１の竹木の所有者

に枝を切除するよう催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときの

相当の期間について、基本的には２週間程度と考えられますと明示しています。 

 さらに、かかった費用は請求していいの。枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの。相談先

の３つの項目で構成されており、初めて閲覧する人でも非常に分かりやすく明示されています。 

 改正後民法の内容を周知し、市民の理解が深まれば、以下の効果が考えられます。まず、越

境された側について、枝の切除には費用負担が発生するものの、越境の初期段階であれば、最

小限の費用で対処することが可能と思われます。一方、隣地の所有者について、少しでも良識

のある市民であれば、事態が深刻化する前に樹木について必要な措置を講じるのではないでし

ょうか。 

 そこで伺います。 

 １つ目、先ほど述べました改正後民法の内容について、本市では市民に対してどのように周

知しておりますでしょうか。取組についてお示しください。 

 ２つ目、市民から多く相談が寄せられている空き地の越境樹木の問題に関する今後の本市の

取組についてお示しください。 

 続きまして、花見川団地の活性化について、２回目の質問を行います。 

 千葉市結婚新生活支援事業をはじめ、３事業の実績、評価に関する御答弁をいただきました

が、私自身も利用実績をさらに積み重ねる必要があると認識しました。さらなる利用促進が図

られるよう、制度の拡充や効果的な周知について、ぜひ御検討ください。 

 さて、皆様御承知のとおり、本市は、令和４年５月26日付で、株式会社良品計画及び株式会

社ＭＵＪＩＨＯＵＳＥの無印良品グループ２社、並びにＵＲとの計４社で、花見川団地を拠点

とした地域生活圏の活性化に関する協定書を締結。現在、協定書に定める連携協力事項に基づ

いて地域活性化に向けた様々な施策を実行しております。 

 現状を申しますと、商店街建物のリノベーションは完成し、現在、商店街路面の工事が進行

中です。また、商店街を中心にイベントを定期的に開催、直近では、12月９日、土曜日に花見

川団地マルシェを開催。団地の居住者のみならず、他地域からも市民が訪れておりました。月
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１回開催されるワークショップでは、イベント開催をはじめとする活性化策について、産学官

一体となって協議されております。 

 一方で、花見川団地は、入居開始から55年が経過、団地建物自体の老朽化が相応に進行して

います。住居室内のリニューアルは居住者転居のタイミングで随時実施し、外壁の塗装なども

実施してはおりますが、そもそも建物自体が最長で建築後55年が経過していることから、住民

からは、建物自体の耐久性を不安視する声や陳腐化対策への要望の声が数多く上がっています。 

 ＵＲは、平成30年12月に、ＵＲ賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンを策定しました。当該

ビジョンの内容について、若干申し上げます。 

 ストック活用とは、既存建物を生かすことを基本としつつ、ライフスタイルの変化に対応し

た改修の実施などにより、地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うと定め、一方、

ストック再生は、高経年化に対応するため、ストック再生の実施により、地域及び団地ごとの

特性に応じた多様な活用を行うと定められております。 

 当該ビジョンにおいて、花見川団地はストック再生の対象に位置づけられており、ストック

再生を進めるに当たっては、地域公共団体をはじめ、地域関係者との連携により、ＵＲ賃貸住

宅ストックを地域資源として活用するよう努めると明記されております。 

 そこで伺います。 

 １つ目、先ほど述べましたとおり、４者協定に基づいて花見川団地の活性化に向けた様々な

施策が行われてきましたが、商店街リニューアル後の４者協定に基づく今後の取組についてお

示しください。 

 ２つ目、花見川団地のストック再生に関して、本市とＵＲとの間で協議されていることにつ

いてお聞かせください。 

 ３番目に、花見川沿川エリアの活性化について、２回目の質問を行います。 

 本市は、従来のプランを改定し、千葉市緑の水辺のまちづくりプラン2023を策定。さらに、

本年８月には、印旛沼・印旛放水路かわまちづくり計画が国に登録、承認されるなど、花見川

沿川の活性化に向けた動きは、今後加速するものと思われます。 

 花見川リバーサイドフェス当日の状況について御答弁いただきましたが、悪天候にも関わら

ず約600人が来場したことと、今回初めて花島公園に足を運んだ人が半数以上との事実から、

花見川沿川の活性化に関する市民の期待は大きいと判断しております。リバーサイドフェスを

通じて得た知見や情報をぜひとも今後の取組に生かしてください。 

 また、今後のイベントに関して、佐倉市、八千代市と連携したイベントとの御答弁がござい

ました。本定例会における我が会派の代表質問において、本市と周辺都市との広域連携につい

て言及しましたが、かわまちづくり計画自体がまさに広域連携の好事例であると思われます。

今後のイベント開催をはじめとして、かわまちづくり計画を契機に、佐倉市、八千代市をはじ

め、近隣自治体との連携にも取り組むことを要望します。 

 なお、御答弁にもありましたが、リバーサイドフェスの会場となった花島公園お花見広場へ

は、車での来場が７割以上とのことでした。確かに、花島公園は駅から離れており、路線バス

の利便性が高いとは言えないことから、車での来場を余儀なくされたものと思われ、駐車場の

整備は重要な課題の１つであると認識しました。 

 また、これまで花見川に関するイベントなどは、比較的上流に位置する花島公園周辺を中心

に開催されてきましたが、花島公園周辺以外の中流、下流エリアにおいても、イベントの実施
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や沿川の整備を要望する市民の声が上がっています。 

 先ほど申しましたプレイスゲーム ｉｎ 花見川の第２回目は、花見川千本桜緑地を考える

会として開催されており、他エリアでの展開についても期待したいところであります。 

 そこで伺います。 

 １つ目、かわまちづくり計画に基づく駐車場設置などの今後のハード面での整備予定につい

てお示しください。 

 ２つ目、花島公園周辺以外のエリアでの親水空間の形成に向けた取組についてお聞かせくだ

さい。 

 以上で、２回目の質問を終わります。１回目に引き続きまして、御答弁をよろしくお願いし

ます。 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） ２回目の御質問にお答えいたします。 

 初めに、民地からの越境樹木についてお答えいたします。 

 まず、民法の改正内容の周知への取組についてでございますが、これまで、空家等対策の観

点から、定期的に開催しております空き家セミナーで紹介いたしたり、法務省が作成するリー

フレットを市ホームページで公開するなどにより、周知を行ってまいりました。 

 今後、庁内関係所管とも、より分かりやすく伝えることができるよう、手法等について協議

するなどし、一層の周知啓発に取り組んでまいります。 

 次に、空き家の越境樹木に関します今後の本市の取組についてでございますが、越境樹木な

ど相隣関係のみの問題につきましては、基本的には当事者間で解決するものと認識しておりま

すが、このたびの空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴いまして、今後、国が示す

予定でございます建築物、樹木、外構などを適正に維持管理するための点検補修についてまと

めました管理指針を活用いたしまして、所有者に対する助言や指導等により適正管理を促しま

すとともに、予防の観点からの啓発や情報提供などに取り組んでまいります。 

 次に、花見川団地の活性化についてのうち、所管についてお答えいたします。 

 商店街リニューアル後の４者協定に基づきます今後の取組についてでございますが、花見川

団地を拠点とした地域生活圏の活性化のため、団地内外の多様な人々の交流が生まれるコミュ

ニティーづくりと、その積極的な情報の発信を行っていくことを考えており、これまでに実施

してきております無印良品のポップアップストアをはじめ、リニューアルされました空間を活

用した団地マルシェ、大学との連携、こどもカフェなどを継続的に開催することとしておりま

す。 

 加えまして、近接いたします花見川サイクリングコースを生かしましたサイクリストとの交

流拠点整備や小商い創業支援など、新たな団地暮らしを創出する観点から、４者でアイデアを

持ち寄り、協議検討を進め、調整が整った事項から順次実施いたしてまいります。 

 次に、花見川沿川エリアの活性化についてお答えいたします。 

 まだ、かわまちづくり計画に基づく今後のハード面での整備予定についてでございますが、

本年８月に国土交通省に登録されました印旛沼・印旛放水路かわまちづくり計画は、計画期間

を令和６年度から10年度までとしており、拠点の１つでございます花島公園周辺では、河川管

理者である千葉県が親水護岸の整備を、本市が駐車場や水上アクティビティを創出するための

艇庫などの整備を行う計画であり、現在、具体的な整備内容や時期につきまして、千葉県と協
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議を進めております。 

 最後に、花島公園周辺以外のエリアでの親水空間の形成に向けた取組についてでございます

が、花見川沿川は、先般策定いたしました、ちば・まち・ビジョンでは、上流部の豊かな自然、

中流部の桜並木や田園風景、下流部の東京湾に注ぐ河口付近の都市的土地利用など、上流、中

流、下流、それぞれのエリアの個性を生かした空間づくりを目指すことといたしております。 

 この将来像を実現するため、上流部の花島公園周辺に続きまして、本年９月、中流部の花見

川千本桜緑地の周辺を対象に市民ワークショップを開催いたし、今後の利活用に向けた検討を

開始したところでございます。 

 引き続き、河川管理者でございます千葉県をはじめとする関係者と協議、調整を行いながら、

親水空間の形成に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 総合政策局長。 

○総合政策局長（峯村政道君） 花見川団地の活性化についてのうち、所管についてお答えを

いたします。 

 ストック再生に関するＵＲと本市との協議についてでございますが、ＵＲ都市機構は、スト

ック再生類型に位置づけた団地については、その再生手法として、建てかえ、集約、用途転換、

改善を複合的、選択的に実施し、団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うこととしており、

現在検討が進められているものと認識をしております。 

 ＵＲ都市機構とは平成23年に締結をいたしましたまちづくりの推進に関する包括連携協定に

基づきまして、賃貸住宅ストック等の再生、活用に関して連携、協力することとしております

ことから、今後、花見川団地における再生手法の案が示された際には、協議を行ってまいりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 茂呂一弘議員。 

○３番（茂呂一弘君） 議長、すみません。カウントダウンされておりました。先ほど８分だ

ったんですが、答弁中にカウントダウンがされておりました。残り８分だったと思います。 

○議長（石川 弘君） 後で確認しますので、どうぞそのまま進めてください。進めてくださ

い。どうぞ。 

○３番（茂呂一弘君） では、残り５分の前提で対応いたします。１回目に引き続き丁寧な御

答弁をありがとうございました。３回目は、所見と要望を申し上げます。 

 最初に、民地からの越境樹木について申し上げます。 

 ２回目の質問で、神戸市ホームページの概略を御説明いたしましたが、神戸市の担当部門に

ヒアリングしたところ、本年４月の改正民法施行を契機に掲載を決めたとのことでして、掲載

後６か月と日が浅いため、効果の具体的な検証は未了とのことですけれども、内容が分かりや

すいとの高評価を得ているとのことでした。 

 なお、政令指定都市では、京都市も同様のページを掲載しております。京都市でも、神戸市

と同様に、掲載後の市民の反響は大きいと伺っております。 

 民法改正の内容については、今後一層の周知啓発に取り組むとの御答弁をいただきましたの

で、神戸市、京都市の事例も参考にしつつ、効果的な周知啓発に取り組むことを要望いたしま

す。 
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 また、空き家の越境樹木に関する今後の取組につきまして、法改正を受けて国が示す管理指

針を活用し、所有者に対して助言、指導等により適正管理を促すとともに、予防の観点からの

啓発や情報提供などに取り組むとの御答弁でした。 

 越境樹木をはじめとする諸問題の抑制には、何よりも予防が効果的と思われますので、所有

者に対しては、法律の周知を徹底するとともに、予防に主眼を置いた取組を強く推進するよう

要望いたします。 

 ２番目に、花見川団地の活性化について、御答弁にありました無印良品のポップアップスト

アほか、いわゆるソフト面につきましてのイベント等は、地元住民から非常に好評を博してお

り、定期開催が定着しています。今後も４者でアイデアを持ち寄り、新たな団地暮らしを創出

する取組を要望します。 

 花見川団地のストック再生に関する手法は、ＵＲにて検討中と認識しました。ここで、ＵＲ

団地再生の事例として、埼玉県草加市にあった松原団地の事例を紹介します。 

 スクリーンにも表を示しましたので、あわせて御覧ください。 

 松原団地は、1962年に入居が開始され、324棟、5,926戸を有した東洋一といわれたマンモス

団地ですが、老朽化に伴い2002年から2021年にかけて建てかえを実施し、建てかえに当たり、

ＵＲと草加市及び付近にキャンパスを構える獨協大学と連携し、まちづくりの取組とあわせて

建てかえが実施されました。 

 建てかえ後は、コンフォール松原と名称を変更、住居、建物は建てかえ前の５階建てからエ

レベーターつきの８階建て、または11階建ての計30棟を配置。戸数は需要に合わせて3,050戸

を供給、さらには病院、グループホーム、複合商業施設などを誘致し、若者・子育て世代から

高齢者も住みやすい環境に整備されました。 

 ＵＲから今後どのような再生手法案が提示された場合でも、本市、ＵＲと連携協力して、ち

ば・まち・ビジョンに示された持続可能な都市づくり・まちづくりに取り組んでいただくこと

を要望します。 

 ３番目に、花見川沿川の活性化について申し上げます。 

 スクリーンには、リバーサイドフェス当日の写真を示しております。 

 先ほども申したとおり、会場は大勢の市民でにぎわっておりました。今後、駐車場や艇庫を

はじめとするハード面での整備とあわせて、花見川中流部、下流部を含めた親水空間の形成に

努める旨の御答弁をいただきました。ぜひともちば・まち・ビジョンに掲げた地域の顔、誇り

となる空間の形成に取り組んでください。 

 ワークショップ参加者やカヤック体験の主催団体をはじめ、複数の関係者にお話を伺うと、

皆一同に、花見川団地を含めた花見川沿川エリアは、開発の余地がたくさん残されており、今

後の展開が非常に楽しみなエリアであるとコメントをいただいております。 

 私自身、４月の市議会議員選挙に立候補した際の公約の１つに、花見川の魅力を生かしたま

ちづくり、にぎわいづくりを推進しますと掲げました。これからも、本市関係者と一致協力し

て魅力あるまちづくりに取り組むことをお誓いし、私の一般質問を終了いたします。 

 御清聴、ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 茂呂一弘議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。21番・椛澤洋平議員。 

〔21番・椛澤洋平君 登壇、拍手〕 
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○21番（椛澤洋平君） 日本共産党千葉市議会議員団の椛澤洋平です。通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 まず初めに、火葬待ちの解消について伺います。 

 日本国内ではですね、死亡した日本人は、去年１年間で156万人余りと、統計をとり始めて

以降、過去最多となりました。本市の火葬件数推移、スライドをお示しさせていただいており

ますが、増加傾向でありまして、令和４年、これは１万件を超えているということであります。 

 そうした中、死亡してもすぐに火葬ができないなど、いわゆる火葬待ちの長期化がですね、

ありまして、想定外の出費に悩む市民が増加をしております。私のもとに、千葉市斎場におい

てもですね、10日間ほど火葬待ちとなり、遺体保管費用が10万円以上となったという御相談も

寄せられたところであり、火葬待ちへの解消の取組が必要であります。 

 そこで伺います。 

 千葉市斎場における火葬供給能力の現状と課題についてお示しください。また、冬場の火葬

待ち平均日数及び火葬待ち最大日数もあわせてお示しをください。 

 以上で、１問目といたします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 千葉市斎場の現状の火葬供給件数は、１年間で最大１万

2,600件としております。昨年度の年間火葬件数は１万646件となっており、通年ベースでは供

給数が上回っているものの、例年、死亡者が増加する冬は、お亡くなりから火葬までに７日か

ら10日間程度を要しております。 

 特に、本年１月の死亡者数が前年同月比で２割程度増加したことなどに伴い、１月から２月

にかけての待ち日数の平均がおおむね10日間、最長で14日間程度を要しておりました。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） スライドを御覧いただきたいと思います。 

 本市高齢者人口の推計によりますとですね、65歳以上の高齢者人口は、2020年には約26万人

だったものが、20年後の2040年には31万人と増加をする見通しになっているわけであります。

そうしますと、火葬の供給能力も不足をして、火葬待ち市民がさらにこれ増加をすることは間

違いがありません。 

 そこで伺います。 

 本市では、火葬待ち日数が最大14日となるなど、火葬供給能力の不足解消が喫緊の課題であ

るため、千葉市斎場における火葬対応の機能強化、人員増員を図ることを求めますが、見解を

伺います。 

 また、火葬待ち解消に向けて、第２斎場を早急に整備するよう求めますが、見解を伺います。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 近年、火葬集中期における供給不足が顕著となっている状況

を踏まえ、今年度の短期的な対応としては、例年実施している火葬受入件数の拡大に加え、原

則、施設の休日としている友引についても可能な限り開場することで、集中期における火葬需

要に対応してまいります。 

 今後も、長期的に死亡者数が増加することを踏まえ、将来の火葬需要に適切に対応するため

の方策について検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 
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○21番（椛澤洋平君） 今、友引開場だという話がありましたが、私、働くスタッフの方から

ですね、夏場から秋にかけて、もう、なかなかこれ、休みをとれないんだと、こういう声が届

いてします。ですから、委託費を増やす、人を増やす、こういう手だてをですね、ぜひ、とっ

ていただきたい。よろしくお願いしたいと思います。 

 スライドを御覧ください。 

 私、先般、名古屋市の第２斎場を視察しました。火葬件数増加に伴いまして、２か所目の斎

場として整備をされたわけであるのがこの第２斎場です。何よりもですね、私、驚いたのが、

ちょっとスライドの左側の写真があります。屋上にある煙突なんですけれども、あそこから煙

が出る。あそこから見るとですね、ヤマダ電機が隣にあって、その右側のほうにはイオンもあ

るということで、非常に大型商業施設が立地する町なかに整備されているということに驚きま

した。それを可能としているのは、右側にちょっとお示ししていますが、公害防止技術をとり

入れた最新の技術、火葬炉設備の導入であります。 

 近隣に整備されたコミュニティセンターでも、あそこにあるモニターみたいなやつで、排ガ

ス濃度なんかが確認ができるということで、周辺の住民理解を得ているということでありまし

た。 

 その上で伺います。 

 今後の第２斎場整備においては、最新の公害防止技術及びモニタリング機能の導入を行うこ

と、また、この第２斎場整備事業化に向けた検討を強く求めますが、今後の進め方や検討方針

について伺います。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 今後も死亡者数が増加することから、中長期的な対応を検討

することは、喫緊の課題であると認識しております。将来の火葬需要に適切に対応するための

方策について検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 喫緊の課題だということであります。とにかく、14日がですね、20日

になったといったら、これはなかなか払えませんよ、市民も。こういう状況ですから。つくる

といっても、これはかなり時間がかかるわけでありますから、早期の意思決定が当然ながら必

要になるということで。特に、今回東部に斎場があるということを考えますと、西部にもう一

か所つくっていくという方向性で、ぜひ御検討していただきたいというふうに思います。 

 続きまして、鎌取・おゆみ野の住みよいまちづくりについてであります。 

 スライドを御覧ください。 

 鎌取コミュニティセンターにおける駐車場利用についてでありまして、土日にですね、満車

となるということで、区役所の真ん中にあるあそこ、仕切りですね、あれを外してですね、区

役所の駐車場も活用していくべきだというふうに考えます。 

 そこで伺います。 

 鎌取コミュニティセンター駐車場においては、土日が特に利用者で満車となることが多く、

駐車場の利用に苦慮する市民が多いため、土日は緑区役所の駐車場を利用できるよう改善を求

めますが、対応を伺います。 

○議長（石川 弘君） 緑区長。 

○緑区長（長瀬正一君） コミュニティセンター駐車場の混雑時においては、隣接する緑区役
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所の閉庁日に限り、区役所駐車場を御利用いただけるよう対応しております。引き続き、施設

管理者と連携を図りながら適切に対応してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） ぜひですね、これは利用者の皆さんには、ほとんど知られていないん

ですね。ですから、これ、利用者の皆さんにそういうことができるんだよということをですね、

現場でしっかり周知していただきたいというふうに思います。 

 続いて、スライドを御覧いただきたいと思います。 

 鎌取駅周辺の宅地造成の増加によりまして、利用者が増加をしております、鎌取駅の利便性

向上について、改めて伺いたいと思います。 

 鎌取駅南口のバス乗り場、あるいは一般車、タクシー乗車へ雨に濡れずに利用ができるよう、

シェルター整備、また、南口、北口とも安全に送迎できるロータリーの改善を、一般質問にて、

私、繰り返し求めてきましたが、今年度及び今後の整備内容についてお示しをいただきたいと

思います。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 鎌取駅南口の階段部のシェルターについては、一般車とタクシー

が利用するロータリー側の工事に着手したところであり、バスロータリー側については、来年

度以降に整備する予定としております。 

 また、南口では、一般車とタクシーが利用するロータリーの改修にあわせて、今年度、駅前

広場に接続している市道おゆみ野東南部３号線に左折レーンを整備することとしており、来年

度以降、一般車の乗降スペースを増設するための工事を予定しております。 

 次に、北口では、今年度、ロータリー中央部にタクシープールの新設及び一般車の乗降スペ

ースを増設することとしており、来年度以降、身体障害者乗降場の位置の変更などを行うため

の工事を予定しております。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） はい、ありがとうございます。ようやく工事が入ってきているという

ことでございまして、シェルターのところですけれども、地元の皆さんから、やはり、エスカ

レーターの整備、そういうことも御要望がありますので、ぜひ今後、御検討をいただきたいな

というふうに思います。 

 続きましてですね、スライドを御覧ください。 

 第一有吉踏切、これは鎌取駅からすぐ横の踏切なんですけれども、この安全対策について伺

います。 

 第一有吉踏切は、または、この大網街道へと接道する道路においてはですね、幅員が非常に

狭いという状況でありまして、ここ数年来、踏切事故も発生しており、近隣住民から安全に通

れるように対策を望む声が複数寄せられております。警察への一方通行の要望や未舗装部分の

舗装を行うように求めますが、対応を伺います。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 一方通行の規制を行うことにつきましては、本年10月に御要望を

所轄の警察署へ伝えておりますが、改めて要望してまいります。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 未舗装部分につきましては、一部で隣接地の工作物が越境してい
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ることや排水施設がないことから、その処理について検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 続いて、スライドを御覧ください。 

 これは、2017年の一般質問で早期整備を求めた平山町50号線についてであります。御覧いた

だいて分かるとおり、非常に狭い道路であります。 

 東光院平山お願い薬師へですね、県道浜野四街道長沼線からアクセスする道路である平山町

50号線ですが、車両が安全に通行できるようですね、早期の道路拡幅を求めますが、これまで

の整備状況と今後の取組について伺います。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 当該路線については、地元町内自治会からの要望を踏まえ、

幅員６メートルの道路拡幅整備を進めており、現時点で、延長560メートルのうち210メートル

の整備が完了しております。残りの未整備区間350メートルにつきましても、早期の整備に努

めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 続いてですね、スライドを御覧ください。 

 こちらは、辺田十字路付近の交差点でありまして、令和元年の大雨のときでございますが、

都川が氾濫して住宅地まで浸水して、さきの台風13号でも冠水をしているという状況でござい

ます。 

 辺田十字路付近の交差点について、冠水被害が続いているため、早期の浸水対策に取り組む

ことを求めますが、対応について伺います。 

 また、この生実本納線への接続において、信号機の調整が行われ、車両の増加に伴いまして

安全に合流ができなくなったということでありますので、感応式信号機の設置を求めますが、

お答えください。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 浸水している周辺の排水施設について流下阻害となるごみなどを

除去することで排水能力の機能維持を図るとともに、浸水の原因調査を継続し、その対応につ

いて検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 市民局長。 

○市民局長（那須一恵君） 感応式信号機の設置につきましては、本年７月に御要望を所轄の

警察署に伝えておりますが、改めて要望をしてまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 続いて、スライドを御覧いただきたいと思います。 

 これもですね、辺田十字路付近の住宅地における旧千葉外房有料道路と並行する市道辺田町

24号線との間にある道路用地の草刈りへの対応についてです。 

 本年２月までは、千葉県道路公社による管理でありまして、年２回の草刈りが実施されてき

たんですけれども、市に移譲されて以降、従前と同じような対応がなされないということから、

住民から改善の声が複数、私のもとにも寄せられております。 

 そこで伺います。 

 旧千葉外房有料道路と市道辺田町24号線との間にあるこの道路用地について、これまで千葉

県道路公社が実施してきたようにですね、年に２回の草刈りの実施を求めますが、伺います。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第６号（12月12日） 

－38－ 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 当該箇所の草刈りにつきましては、他の路線と同様に、年に１回

の実施を基本としており、車両や歩行者の通行の妨げになるような場合には、適宜、適切に対

応してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 確かにですね、この車両の横の道路側のところは、土木事務所が対応

していただいて感謝しているんですけれども、ただ、住民の皆さんにとっては、ずっと年に２

回やられているわけですよ。脈々と、何年も。それが千葉市に移譲されたされた途端、年１回

だっていうわけにいきませんよ。これ、ぜひですね、予備費でも何でも使って、ちゃんと適切

に管理していただきたいと思うんです。ぜひ、よろしくお願いします。 

 続いて、スライドを御覧ください。 

 本年２月、外房有料道路の無料化に伴いまして、周辺道路の渋滞が増加している問題なんで

す。赤くマーキングしているところですね、平山十字路あるいは平山大橋交差点、生実本納線

の鎌取インターチェンジ、この辺がかなり渋滞をしているということであります。 

 そこで伺います。 

 外房有料道路の無料化に伴いましてですね、渋滞が増加をしているこの平山大橋交差点、平

山十字路について、渋滞解消に向けて改良に取り組むよう求めますが、今後の対応について伺

います。 

 また、鎌取インターチェンジの渋滞も増加をしているため、いわゆる大網街道をですね、こ

う、アンダーパスで通過できるように、生実本納線の早期整備もあわせて求めますが、整備内

容や整備スケジュールについてお示しいただきたいと思います。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 平山大橋交差点では、渋滞緩和を図るため、大宮方面から誉田方

面へ左折するレーンの延伸を予定しておりまして、平山十字路交差点では、現状の課題を把握

するため、交通量調査などを行うこととしております。 

 また、生実本納線赤井町地区では、周辺道路との接続方法や構造などの検討を進めており、

これらが整った後、地元説明会を行う予定としております。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 続いて、公園整備についてです。 

 スライドを御覧ください。 

 昨年、この右側にある大野台中央公園に新たにバスケットゴールが整備されたんですけれど

も、緑区での設置場所というのは２か所でございまして、いずれも土気地域だということで、

最も人口が多いこの鎌取・おゆみ野地域、私も何度か設置要望をさせてもらっているんですけ

れども、なかなかつかないということでですね、改めて伺いたいと思います。 

 子供たちをはじめ、市民がバスケットボールに親しめるように、バスケットゴールを人口が

最も多い鎌取・おゆみ野地域の公園に設置するよう求めますがどうか、伺います。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） これまでにバスケットゴールが設置されている公園では、近隣住

民の方々から、深夜の利用による騒音やごみの散乱などの苦情が寄せられている場所、ケース

もございますことから、特に住宅地内に設置する場合には、地域の方々とも相談しながら、慎
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重に設置場所などを検討する必要があると考えております。 

 鎌取・おゆみ野地区内につきましても、具体な話がございました場合には、地域の方々と相

談しながら慎重に検討をいたしてまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 都市局長、若葉区には９か所設置されていて、緑区には２か所だと。

まず偏在性があるよということ。さらに言えば、こういう地域にもあるということでですね、

私は、この鎌取・おゆみ野地域の公園を調べましたら、やっぱり、一定のこの住宅地との距離

が必要なんですね。そう考えますと、大百池公園なんかがやっぱり適切な立地になるのかなと

いうふうに思いますので、ぜひですね、これ、設置に向けて検討を進めていただきたい、要望

しておきたいと思います。 

 続いてですね、スライドを御覧ください。 

 親水広場整備についてであります。千葉市斎場整備に伴い、地元から要望の広場整備に向け

た取組が進められているわけであります。 

 そこで伺います。 

 2018年、私、一般質問でですね、平山小学校学区に17か所の公園があるんですけれども、

1,000平方メートルを超える公園というのは１か所しかないと。子供たちがボール遊びできる

公園整備を求めてきましたが、今回、千葉市斎場付近に整備されるこの親水広場においてはで

すね、子供たちもボール遊びができる、高齢者がグラウンドゴルフができる、こういう広場の

整備、あるいはトイレを整備するなど、多くの人々が集える環境整備を求めますが、整備内容

及び整備スケジュールをお示しいただきたいと思います。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 親水広場には、地元町内自治会の意向を踏まえ、駐車場やト

イレのほか、ゲートボールや子供たちのボール遊びに利用できる多目的広場やピクニック広場、

遊具を備えた広場などを整備いたします。 

 今年度は実施設計を行い、今後、盛土の安定状況を確認しつつ、関係部局との必要な調整を

行いながら、早期に着工したいと考えております。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 地元からは期待があります。辺田町のどんど焼きとかね、ああいうも

のができるような広場もということでございますので、ぜひ早期の整備をお願いしたいという

ふうに思います。 

 続いて、次のテーマに移ります。 

 動物愛護・動物福祉についてであります。 

 初めに、犬猫の適正飼養の啓発についてであります。 

 スライドをお示ししていますのが、日本動物愛護協会、これは犬猫の熱中症についてですね、

こういう啓発を出されているわけであります。人間だけでなく、犬や猫も熱中症になることを

御存じですかということでですね、呼びかけているわけであります。 

 今年は、異常な猛暑が続いてですね、本当に夏場、わんちゃんなんかが熱中症になるリスク

がですね、かつてなく高まったと。そういう中で、私どもは犬猫の室内飼育への啓発を求める

要望書を尊い命と共生を目指す会と678筆の署名を提出して求めてきたところであります。 

 そこで伺います。 
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 犬猫の適正飼養の啓発に向けて、尊い命と共生を目指す会と要望しましたが、この室内飼育

など適正飼養啓発に向けた検討状況をお示しください。 

 また、ペットを災害時や病気時等で飼養できなくなってしまう場合に、預け先を明記できる

リーフレットを作成して配布することをですね、提案をいたしますが、いかがでしょうか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 犬の適正飼養については、市ホームページなどで周知してお

り、犬を屋外で飼う場合の注意点や夏の日中の散歩については控えるよう周知しております。

今後は、来年６月の動物の正しい飼い方推進月間に合わせて、夏の犬の熱中症予防などについ

て周知啓発を行ってまいります。 

 災害時などの預け先については、飼い主の責務として、災害や急病発症時に備えて平時から

預け先を確保しておくことの重要性を周知しているところですが、引き続き、市政だよりやＳ

ＮＳなどを活用した周知に努めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） スライドを御覧ください。次に、動物虐待への対応強化についてであ

ります。 

 本年６月19日、緑区椎名崎町で猫２頭の変死体が発見をされました。その１か月後、７月19

日、生浜中学校グラウンドに黒猫の変死体が発見をされる。さらには、10月18日、花見川区検

見川町の駐車場に１匹の猫の頭部が置かれているというのが発見されるなど、動物虐待事案が

立て続けに本市で発生していることは極めて遺憾であり、動物虐待をなくすための実効性ある

取組が求められているというふうに思います。 

 スライドで示していますが、左側が千葉市が今啓発しているプレートでございます。 

 その上で伺います。 

 本市において、年間何件の動物虐待事案を把握し、どのような対応を行っているのか。また、

動物虐待を１件でも減らすために、ここでお示ししています動物遺棄・虐待プレート配布を増

やすなどですね、周知啓発を強化すべきではありませんか。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 動物保護指導センターに市民などから虐待の疑いがあるとし

て寄せられた情報は、昨年度は延べ76件ありました。こうした情報が寄せられた際には、環境

省が作成したガイドラインに基づき、センターの職員が現地の状況を確認し、虐待が疑われる

と判断した際には、警察に情報提供をしております。 

 虐待の防止に向けては、現在、市ホームページへの掲載やＳＮＳでの発信、町内自治会など

への啓発用プレートの配布、区役所など本市の施設へのポスター掲示などの周知啓発を行って

おりますが、より効果的な方法について研究してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） スライドでお示ししています右側のほうは、東京都がつくったポスタ

ーなんですけれども、このプレートですとか、ポスターというのは、市がデザイン可能なもの

でございますので、ぜひ効果的な、あの左側の環境省のやつというのは、ちょっと怖いのかな

という気がしますし、まあ、いろいろこう工夫してですね、新たな効果的な啓発をお願いをし

たいというふうに思うわけであります。 

 続いてですね、スライドを御覧いただきたいのが、本市の今、動物保護指導センターで、収
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容頭数は犬猫それぞれ最大で30頭ということなんですけれども、現在問題となっている多頭飼

育崩壊に対応できる環境とはなっていません。 

 私はこれ、今示していますのが、名古屋市の動物愛護センターを視察をしてきました。新た

に整備した収容施設というのは、この多頭飼育崩壊にも対応できるようにですね、猫160頭ま

での収容が可能だということでございまして、大変すばらしい施設でありました。所有者不明

な子猫も名古屋市は収容し、年間700頭の譲渡につなげているということでございます。 

 その上で伺います。 

 この多頭飼育崩壊等で猫を受入れしているのはですね、ボランティア団体であり、キャパシ

ティ、経済面、受入れできない場合もあります。新たな動物愛護センターにおいてはですね、

この収容頭数の拡大及び特に災害時においてボランティア団体も活用可能なですね、いわゆる

シェルター機能を整備するなど、機能強化を求めますが、見解を伺います。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 現在、動物愛護管理行政の在り方を検討しておりますが、そ

の中で、新センターに求められる機能についても検討しているところであります。大規模災害

や多頭飼育崩壊事案等に伴う一時的な収容頭数の増大に対しても、収容スペースを確保できる

ような施設としたいと考えております。 

 また、ボランティアや獣医師会などの多様な主体との連携拠点とするために必要な機能につ

いても検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） スライドを御覧ください。先般、動物愛護相談支援窓口を開設してで

すね、犬猫の一時保護・譲渡活動をボランティア団体へ委託して進めている足立区を視察いた

しました。 

 足立区がすばらしいのは、不妊去勢手術だとか、あるいはワクチン接種、検査、医療手術代、

餌代、シーツ代、これ、補助単価を決めてですね、その団体にも財政支援を行っているという

ことであります。 

 そこで伺います。 

 千葉市が犬猫の殺処分を達成できていることはですね、ひとえにボランティア団体の功績に

よるところが大きいにも関わらず、支援が乏しいのが問題であります。足立区のように、動物

愛護活動を行うボランティア団体に対して、餌代、ケージ代、医療・ワクチン代、支援拡充を

図ることを求めますが、対応を伺います。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 現在のボランティア団体に対する支援としましては、飼い主

のいない猫の不妊去勢手術などを行っております。今後、ボランティア登録制度の見直しにあ

わせて、支援の対象とする内容等について、他都市の状況などを参考に検討してまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 続いてですね、水族館誘致、動物福祉の問題でちょっと確認をしたい

というふうに思います。スライドを御覧ください。 

 お示ししているとおり、2015年、日本動物園水族館協会、いわゆるＪＡＺＡでございますが、

和歌山県の追い込み漁によるイルカ類の購入を禁止だと、こういう発表をしましてですね、そ

の後以降も、しながわ水族館が今後イルカショーを中止だとか、桂浜水族館がアシカショーを
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廃止するだとか、もう、動物福祉の流れが進展をしている中であります。 

 そういう中で、昨年、私、市民団体と1,263名の千葉市に水族館誘致だということでありま

したので、反対署名を提出をしまして、第４回定例会、海浜幕張地域への水族館整備は動物福

祉の観点からすべきではないとただしてきました。 

 その点で、再度伺いたいと思います。 

 海浜幕張地域への水族館誘致について、その後、民間事業者等からですね、事業提案、相談

は寄せられているのかどうか。また、本市としては、水族館整備の意思はなく、支援も予算も

つけない、こういうことを明確に御答弁いただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（石川 弘君） 総合政策局長。 

○総合政策局長（峯村政道君） 昨年の第４回定例会以降、事業主体となる民間事業者等から

の事業提案や相談は寄せられておりません。また、水族館の誘致につきましては、本市が誘致

をしているものではなく、水族館の整備、運営に関わるものでもないことから、これまでの間、

市として検討はしておりません。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 重要な答弁、整備、運営も関わらない、お金も出さないということで

理解をしました。 

 他方、今問題になっているのは、スライドをお示ししていますが、サーカスでの動物利用を

禁止、制限する法律がある国というのが、世界でこれだけ、五十数か国増えているわけであり

ます。Ｇ７でも、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ等々ですね、軒並みあって、日本だ

けがそういう法律がないんですけれども、そういう中で、海浜地域で民間のサーカスへの千葉

市が後援をしているという問題について、いろんなお声も頂戴をしています。 

 ぜひ動物のですね、福祉の面から、このサーカスの動物利用の問題も含めてですね、やはり

しっかりと考えていただいて、その水族館の在り方も。やはり、どこかから捕らえてですね、

それを一生涯、サーカスのショーをさせるだとか、水族館でショーをさせる。これはやっぱり

動物福祉に反するわけでございますので、そういうことがない千葉市をぜひしっかりと市とし

ても認識をしていただきたいということを強く求めておきたいと思います。 

 続いて、ちょっと時間がなくなってきましたので、バス路線の問題、廃止地域への交通対策

について伺います。 

 スライドを御覧ください。 

 昨年７月に平山線、千葉中線が廃止をされました。昨年平山線が廃止とされた中ですね、地

域への代替交通がいまだ実現をしていません。代替交通運行に向けて、平山町地域公共交通協

議会にアドバイザーを派遣して、早期運行に向けた支援強化を改めて求めますが、対応を伺い

ます。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 本市では、路線バスの廃止直後から、平山町内会におけます廃止

後の移動手段に係る検討活動を支援してきておりまして、本年２月には、平山地区の移動手段

等を確保いたします地域公共交通協議会が設立されましたことから、職員を派遣いたし、高津

戸町での社会実験の取組について紹介するなどをしてまいりました。 

 今後、当該協議会では、地域のニーズや意見等を集約するためのアンケート調査を検討して

いるとのことでございますので、引き続き、協議会からの御相談に対応していくとともに、地
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域からの求めに応じて交通アドバイザー等を派遣するなど、支援を行ってまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） 続けて伺いますが、右側に示している茶色のラインがいわゆる千葉中

線でございますが、この土気駅から誉田駅を結ぶ千葉中線運行地域に500円で運行できる高津

戸乗り合いタクシーの運行拡充を改めて強く求めますが、高津戸町の交通対策協議会における

運行拡充、あるいは停留所拡充に向けた検討状況をお聞かせいただけますか。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 高津戸町の乗り合いタクシーのルートや停留所などの運行計画に

つきましては、地元の方々で構成されます交通対策協議会におきまして決定されており、現在、

高津戸町全戸で実施いたしましたアンケート調査結果などを踏まえ、利便性と効率性のバラン

スがとれた持続可能な移動手段となるよう、停留所や運行便数の見直しを検討していただいて

いるものと承知をしております。 

 なお、千葉中線が廃止されました運行区域につきましては、地域におきまして、実情に即し

た移動手段の検討が進められておりますことから、適宜、支援を行っていくこととしておりま

す。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） スライドを御覧ください。 

 これは来年４月廃止予定のバス路線、都賀線、千葉中線でございます。都賀線と千葉中線の

減便、廃止に伴いましてですね、先般、コミュニティバス等の運行を求める署名を大椎台団

地・大木戸団地の公共交通を守る会の皆さんとともに、732筆の署名を提出いたしましたが、

地域から切実な要望をどのように受けとめたのか。 

 また、早急にコミュニティバス等を運行できるよう予算を確保し、地元協議会の設置、４月

から運行できるよう取組を求めます。お答えいただきたいと思います。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 路線バス廃止後の地域の方々の移動手段の確保は、重要な課題で

あると考えております。そうしたことを踏まえまして、本市といたしましては、自治会などの

皆様と協力、連携し、影響把握のためのアンケートの実施などにより、課題等を見極め、地域

の実情に即した、地域の暮らしを支える移動手段を確保するための検討を進めております。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） ここで、スライドを御覧いただきたいと思います。 

 政令市バス路線維持の補助事業の実施状況です。千葉市は実施をしていません。ほかの16市

は実施をしていまして、広島市なんかはですね、７億円ぐらい投じましてですね、市民の移動

の権利を守っている。こういう取組にですね、私は学ぶべきなんだろうというふうに思います。 

 そこで伺います。 

 バス路線の減便、廃止をとめるためにですね、運行経費補助、あるいは車両の購入費補助、

運転手確保支援など、補正予算、あるいは、新年度予算において、新たなバス事業者支援に取

り組むことを強く求めますが、見解を伺います。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 本市では、これまでも事業継続や運転手養成に関する支援などを

実施してきておりますが、路線バス事業者からは、運賃収入や経営努力だけでは、路線維持を
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図るには厳しい状況になってきていると伺っております。 

 そのため、他都市の取組状況などを参考にした路線バスの維持、支援などにつきまして、路

線バス事業者との意見交換を行いながら検討いたしてまいります。 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員。 

○21番（椛澤洋平君） スライドを御覧ください。 

 最後はまとめになります。やはり市民の皆さんに乗っていただかないと、なかなかバスが維

持ができない。多くの政令市はですね、敬老優待乗車券というのを実施をしています。我が千

葉市はありません。我が市の公共交通利用促進事業費というのは、わずか350万円です。これ

じゃあ足りない。ぜひ大幅に増額していただいて、対応を求めて、質問を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 椛澤洋平議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。27番・植草毅議員。 

〔27番・植草 毅君 登壇、拍手〕 

○27番（植草 毅君） 自由民主党千葉市議会議員団の植草毅です。多くの皆様方に傍聴いた

だきまして、ありがとうございます。 

 東日本大震災より12年がたち、人々の記憶から忘れられてくるころですが、天災は忘れたこ

ろにやってくると言いますので、備えについてもしっかりと訴えていきたいと思います。 

 そして、本日最後の質問となります。お疲れのところ申しわけございませんが、もう少しだ

けおつき合いのほど、よろしくお願いいたします。 

 では、通告に従い、下水道行政について一般質問を行います。 

 本市の下水道については、昭和10年に雨水排除を目的に、都市計画事業の一環として市の中

心部である中央地区47ヘクタールの下水道事業に着手したのが始まりであり、現在も稼働する

中央浄化センターは、昭和43年、南部浄化センターは昭和56年、また、県が管理する花見川終

末処理場は昭和49年に稼働を始めております。また、平成４年に政令指定都市に移行してから

は、市民に身近な生活環境の整備、充実を視点に普及促進を最優先課題として、汚水幹線の整

備や面整備を積極的に推進してきたことから、多くの市民が衛生的で快適な生活を送ることが

でき、これについては評価するところです。 

 そこでお伺いいたします。 

 本市の下水道の普及率は、全国及び県内と比較してどのようになっているのか、お伺いいた

します。 

 続いて、下水道事業の経営状態についてです。 

 第３回定例会では、下水道施設の老朽化対策や地震などへの自然災害への対応に加え、新型

コロナウイルス感染症の影響による使用料の減収や企業債金利の上昇、電力価格の高騰など、

大幅な資金不足が見込まれることから、コスト削減を図るなど、経営改善に努めるとともに、

使用料算定期間を令和６年度から７年度までの２年間として、令和６年４月から平均改定率

5.4％で下水道使用料を改定することが議決されており、その説明において、企業債償還額が

高止まりしていると聞いております。 

 そこでお伺いいたします。 

 現在の企業債残高はどれくらいになるのか、また、今後の企業債残高の見通しについてお伺

いいたします。 

 次に、下水の排除方式についてです。 
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 下水道は、トイレや台所、風呂、洗濯などで使用した水のほかに、工場などの事業所から排

出される水などを含めた汚水の排除と降雨により地上に降った雨水の排除という２つの役割を

果たしておりますが、排除方式として、汚水と雨水を別々の管渠で排除する分流式と汚水と雨

水を同一の管渠で排除する合流式があります。 

 そこで、お伺いいたします。 

 本市における合流式と分流式の区域面積の割合はどのようになっているのか、お伺いいたし

ます。 

 以上で、１回目の質問といたします。 

 ２回目以降は、一問一答にて質問席より行います。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 下水道行政についてお答えします。 

 まず、下水道の普及率についてですが、行政区域内人口に対する処理可能人口の割合を示す

下水道処理人口普及率は、昨年度末において、本市では97.5％であり、全国では81.0％、本市

を含む千葉県内では77.1％となっていることから、全国及び千葉県の普及率を大きく上回って

おります。 

 次に、企業債残高及びその見通しについてですが、昨年度末の企業債残高は2,172億円とな

っております。政令指定都市移行を契機に普及率の向上を加速させたことなどにより、過去の

下水道施設の整備に伴う企業債の償還は、昨年度にピークを迎え、今後も高止まりで推移して

いきます。一方で、建設事業費の平準化により企業債発行額を抑制したため、近年では、償還

額が発行額を上回っていることから、企業債残高は減少傾向にあり、下水道事業中長期経営計

画では、令和９年度末の企業債残高が1,994億円になるものと試算しております。 

 最後に、合流式と分流式の区域面積の割合についてですが、下水道事業計画区域である131

平方キロメートルのうち、合流式が７％、分流式が93％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 御答弁ありがとうございます。ただいま答弁いただいたとおり、本市

の下水道普及率は、国や県と比較しても高水準であること、企業債の残高や今後の見通しにつ

いても理解しました。また、合流式と分流式の区域面積の割合についても分かりました。 

 それでは、次に、なぜ合流式と分流式に分かれているのかをお伺いいたします。 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 雨水処理を目的として、本市の中心部に敷設した雨水管を利用し、

昭和43年の中央浄化センターの供用以降、汚水排除のための整備を行ってきたことなどから、

中央処理区は、臨海部の一部を除き、合流式となっております。 

 その後、全国的に分流式での整備が主流となり、本市においても、南部処理区と印旛処理区

は全て分流式で整備しているため、排除方式が分かれております。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 全体の７％の合流式下水道が採用されている中心市街地では、新たに

マンションなどが多く建設されておりますが、そのような場合でも合流管の排水能力は足りて

いるのか、お伺いいたします。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 
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○建設局長（水間明宏君） 合流管の必要排水能力の設定に当たり、汚水については、地区ご

とに計画人口を考慮し、計画汚水量を算出しております。また、雨水については、地区ごとに

土地利用などから雨水が地中に浸透する割合を考慮し、計画雨水量を算出しており、合流管の

排水能力は、計画汚水量と計画雨水量の合計により決定しております。 

 なお、開発行為等に対しては、合流管の排水能力を超えないよう、雨水流出抑制指導基準に

基づき雨水流出抑制施設の設置を指導しております。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 中央区の中心市街地は、都市機能が集中しており、建物が多く、また

人の往来も多いことから、浸水被害が発生した場合は被害も大きくなるものと考えています。

しかし、中央区の中心市街地は、全体の７％の合流地区であり、汚水と雨水を同一の管渠で排

除しております。 

 そこで、合流管とは別に浸水対策として雨水管を新設しないのか、お伺いいたします。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 合流地区における浸水対策として、中央雨水１号貯留幹線や千葉

公園内のバイパス管など、一部、合流管とは別系統で雨水管を新設しておりますが、流末とな

る河川や下水道の能力に鑑み、バイパス管以外の方法として、公園や学校などの公共施設を利

用した貯留施設や道路に雨水浸透施設を設置するなど、浸水被害軽減に向けた取組を進めてお

ります。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 次に、全体的な雨水対策についてお伺いします。 

 近年は、ゲリラ豪雨や線状降水帯といった言葉をよく耳にするとおり、気候変動の影響に伴

う雨の降り方の局地化、激甚化が指摘されております。本市では、雨水対策重点地区整備基本

方針に基づき、浸水リスクや都市機能の集積度が高い地区を重点地区とし雨水対策の強化を図

っているとお聞きしております。 

 千葉駅ガード下では、大雨のたびに広範囲で冠水が発生し乗用車が水没しており、道路が冠

水し通行止めが発生した状況でありましたが、千葉駅前の再開発事業にあわせて実施した雨水

バイパス管の整備が令和４年２月に完成した後は、通行止めとなるような冠水は発生しておら

ず、現在進められている雨水整備の効果が確実にあらわれているものと考えております。 

 それでも、本年９月の台風13号での大雨時には、市内各地で浸水被害が発生するなど、今後

も台風などによる大雨が頻発し、浸水被害の発生するリスクが高い傾向が続くものと思われ、

雨水対策を進めていくことが重要であると考えております。 

 そこで、企業債の償還など財政的な課題もある中、現在実施している重点地区やその他の地

区の整備をどのように進めているのか、お伺いいたします。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 建設事業費を平準化し、企業債の発行を抑制するなど、将来にわ

たって安定した下水道事業経営を行っていくことを目的に策定した下水道事業中長期経営計画

に基づき浸水対策を進めております。 

 現在、重点地区として位置づけた13地区のうち、ＪＲ蘇我駅周辺、都町、みつわ台及び千葉

公園を含むＪＲ千葉駅周辺の４地区で事業に着手しており、雨水貯留施設やバイパス管の整備

を行っております。 
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 また、重点地区以外の地区においても、浸水被害の発生状況などに応じ、坂月第２調整池の

拡張を行うほか、雨水浸透施設の設置など、地域の状況に応じた対策を行っております。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 財源的に厳しい状況でも、雨水貯留施設などのハード対策を進めてい

くとお伺いしましたが、ハード対策はどうしても整備に時間がかかり、その間も大雨は降るこ

とを待ってくれません。また、市域で最大１時間当たり89.5ミリメートルを観測した令和元年

10月25日の大雨のようなハード対策では対応し切れない災害も想定されます。 

 そうした災害の被害を最小限に抑えるためには、ソフト対策も必要です。減災に向けて、市

では、市民の方が防災情報を適切に把握できるようにするため、市内各地の浸水リスクを確認

できる地震・風水害ハザードマップを市ホームページに公開しており、市民の方が自ら避難す

るために活用できるよう支援していることがうかがえます。 

 また、避難対策以外にも、冠水時などに利用できる土のうをストックしている土のうステー

ションを市内各地に設置するほか、防水板や雨水貯留槽などの設置に対する助成制度といった

自助、共助への支援を行っており、地域や個人が一緒になって防災力を高めていくことは非常

に重要なことだと考えます。 

 その中でも、さきの防災・減災対策調査特別委員会で、防水板等に対する助成実績を伺って

おりますが、もっと多くの皆様に活用してもらえないかと思うところです。 

 そこで、この助成制度の活用を推進するために、当局の取組についてお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 助成制度を周知するため、市政だよりをはじめ、市ホームページ

でのユーチューブによる動画の配信やＳＮＳへの投稿などを行っております。また、毎年７月

には、親子で参加する下水道教室において、実物の防水板などを紹介し、浸水被害の軽減効果

をＰＲしているほか、昨年度からは、雨水対策重点地区の13地区内にある95の町内自治会を対

象に、順次、制度の説明に伺うなどの周知活動も行っております。 

 今後も、助成制度の活用を推進するため、市民の皆様へのＰＲの強化に努めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） ただいま答弁いただいたとおり、防水板等の設置に対する助成につい

て、今後もより多くの助成ができるよう努めていただきたいと思います。 

 次に、降った雨を取り込む道路上の集水升について伺います。 

 大雨時に集水升を見ると、落ち葉がたまって水がはけにくくなっていることもあります。道

路冠水を軽減するためには、雨水をスムーズに雨水管などへ取り込む必要があると考えますが、

集水升の機能を確保するためにどのような対策を行っているのか、伺います。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 水のたまりやすい低地部などにおいて、集水升の表面に落ち葉な

どが堆積した場合でも、排水機能が確保できる冠水対策型升の設置を進めており、昨年度末ま

でに76か所、424基を設置しているところです。 

 また、台風や大雨が予想される場合には、道路冠水などが生じた箇所や地下道について、本

市職員が集中的にパトロールし、集水升を清掃することで、道路冠水の軽減を図っております。 

 このほか、市民の皆様にも市政だよりやちばレポのサポーター活動などを通じ、集水升表面

の清掃をお願いしているところです。 
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○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 人の手による集水升の掃除は、道路冠水の軽減に直結すると思います

ので、引き続き周知対応をお願いいたします。 

 次に、雨水の排水施設について伺います。 

 雨水排水施設には、道路等に埋設されている雨水管のほかに、排水路や調整池があり、いず

れも雨水を排除する上で重要な施設と考えますが、これらの施設の管理はどのように行ってい

るのか、伺います。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 排水施設は、計画的に点検や調査を行うこととしており、その結

果に基づき修繕や改築更新を進めております。このうち、草野水のみちや、ろっぽう水のみち、

高田排水路など、集水面積の大きな排水路を対象に、毎年５月から６月にかけまして、本市職

員による一斉点検を行い、ごみや流木などを除去することで、排水機能の確保に努めておりま

す。 

 また、調整池は、下流の排水路や河川などの洪水を抑制する施設であるため、適正に機能す

るように、委託において調整池の流出部の点検清掃を年６回実施しております。そのほか、市

民の皆様から不具合などの通報を受けた場合は、現場状況を確認し、清掃や修繕を行うなど、

適正な機能維持に努めております。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 台風や大雨が予想される場合のパトロールや主要な水路を対象とした

一斉点検を職員の方々が実施しているとの答弁をいただきましたが、ベテラン職員と若手職員

では、現場での対応に差が出ることが懸念されますが、どのように実施しているのか、伺いま

す。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 道路冠水などの生じた箇所について、現場確認時にどの部分に着

目して点検や清掃を行えばよいか、位置図と写真で整理した資料を作成しており、誰もが適切

に対応できるような仕組みを構築しております。なお、現場確認の際は、極力ベテラン職員と

若手職員の組合せで実施することにより、技術力の継承に努めております。 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員。 

○27番（植草 毅君） 最後に、所感、要望を述べたいと思います。 

 本市の下水道における汚水整備は、おおむね完成に近づいているものと認識いたしますが、

下水道行政としては、このほかにも、重点地域などにおける浸水被害の軽減と対策の強化、重

要な幹線の耐震化などを行うことによる地震時における機能の確保、管渠や処理場、ポンプ場

の維持管理及び改築更新を行うストックマネジメントの推進、そのほかにも資源の有効利用な

ど、様々な取組があります。 

 その中でも、特に浸水対策については、気候変動の影響に伴う雨の降り方の局地化、激甚化

が指摘されることから、今後も、企業債の償還額と発行額のバランスを注視しながら、雨水対

策重点地区整備基本方針に基づき、13の重点地域の整備をはじめ、交通量が多い浸水箇所など

についても、着実に整備を進めることを要望いたします。 

 また、浸水被害の常襲箇所においては、降雨量と浸水発生の状況の関係を把握することで、

近隣住民の自助を促すこともできると考えます。できることなら、現在把握している被害が予
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想できるところについては、早急にバイパス管を通すなどの対応もお願いいたします。 

 若手職員に対する技術力の継承も実施されているとのことですから、今後も引き続き現場状

況の把握について努めていただき、浸水被害の軽減に向けて役立ててもらいたいと思います。 

 後半は、雨水対策について重点的に質問しましたが、緊急時の自助に資する取組についても、

より一層、市民への周知を図っていただくなど、多方面から水害に強いまちづくりを推進して

いただきたいと思います。 

 以上で、一般質問を終わります。長時間にわたり御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 植草毅議員の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 明日は、午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

午 後 ４ 時 45 分 散 会 

────────────────────────── 
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